
更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

1 3月22日 5月2日 5月31日 法務

借地借家法に
おける正当事
由制度の見直
し

建物の賃貸人が更新拒絶・解約申し入れを行う場合の正当事由を拡大し、建物の老朽化や耐震性の
不足を理由とした建替えの必要性、区分所有法に定める建替え決議や法定再開発などの認定などを
正当事由とすべきである。

日本経済
団体連合
会

法務省

賃貸人が更新可能な借家契約について契約の終了を主張して賃借人
に明渡しを求めるには，賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする
事情のほか，建物の賃貸借に関する従前の経過，建物の利用状況及
び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は
建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨
の申出をした場合におけるその申出を考慮して，正当事由があると認め
られることが必要とされています。

現行制度
下で対応
可能

借地借家法第２８
条

現行の借地借家法のもとでも，建物の老朽化等を理由とした建替えの必要性等については，正
当事由の有無を判断するに当たって個々の具体的事例に即して適切に考慮されているものと考
えています。
なお，建物の老朽化等を理由とした建替えの必要性等があることのみをもって直ちに正当事由
が認められるとすることは，借地借家法上の正当事由制度は，借家人と家主との間における適
切な利害調整を図るものであることからすると，慎重に検討する必要があると考えております。

2 3月22日 5月2日 5月31日 法務
事業用定期借
地権の期間設
定の柔軟化

貸主と借主の双方が合意した場合には、10年未満の期間であっても事業用定期借地権の設定を認め
るべきである。

日本経済
団体連合
会

法務省
専ら事業の用に供する建物所有を目的とする定期借地権の存続期間
は，１０年以上５０年未満とされています。

対応不可
借地借家法第２３
条

通常の借地権の存続期間が３０年以上であることとのバランス，短期の事業用定期借地契約の
需要やこれを認めることの弊害の有無等を見極めながら慎重に検討する必要があると考えてお
ります。

3 3月22日 5月2日 5月31日 法務

建物表題登記
における添付
建物図面の様
式規格の緩和
（A３版サイズ
の容認）

建物の表題登記申請の際に添付される建物図面について、A３版サイズの提出を容認すべきである。
日本経済
団体連合
会

法務省
「建物図面，各階平面図等については，日本工業規格Ｂ列四番の丈夫
な用紙を用いて作成しなければならない」とされています。

対応不可
不動産登記規則
第７４条第３項

登記所に登記の申請に係る添付情報として書面により提供された建物図面や各階平面図等の
図面（以下「各種図面」といいます。）については，Ｂ４判サイズの各種図面を登記所において電
磁的記録に記録し，登記完了後は各種図面の証明書等の交付請求に基づいて，Ａ３判のサイズ
の用紙を用いて証明書等を作成し，交付しています。
御提案の「図面部分をＢ４版サイズ（残りは余白とする）等にすることによって，法務局において，
証明部分を合わせてＡ３版サイズの証明書を作成することが可能」との趣旨が必ずしも明らかで
はありませんが，その内容を実現するためには，システムの改修等に伴う証明書交付等に要す
る経費の増加をもたらし，ひいては，利用者の負担が生じかねないことから，このようなニーズが
どの程度強いのかが必ずしも明らかでないため，現時点において，これを見直すことについて
は，消極です。

4 3月22日 5月2日 5月31日 法務

信託ABLにお
ける金銭債権
の特定金銭債
権としての取
扱い

いわゆる信託ABLにおける対象資産である金銭債権についても特定金銭債権とすべきである。
日本経済
団体連合
会

法務省
債権回収会社の取り扱うことのできる対象債権は，一定の範囲内に限
定され，「特定金銭債権」と定義されています。

検討

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条第１項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条，第３条

いわゆる信託ABLにおける対象資産である金銭債権を特定金銭債権に含めることについては，
今後，関係機関等の意見も聴きながら検討して参りたいと考えています。

5 3月22日 5月2日 5月31日 法務

グループ企業
間の法律事務
の取扱いと弁
護士法第72条
の関係につい
て

グループ企業間での法律事務については、「他人性」の要件を欠くとして、同条の構成要件に該当しな
いとの見解を示すべきである。

日本経済
団体連合
会

法務省
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で他人の法律事務
を取り扱うことを業としてはなりません。また、その違反者には刑罰が科
せられます。

対応不可 弁護士法第72条

・グループ企業であっても法人格は別ですから、グループ企業間での法律事務の取扱いであっ
ても、ご提案の「他人性」の要件を欠くとして、弁護士法第７２条の構成要件に該当しないというこ
とはできません。グループ企業間の法律事務の取扱いについて同条の規制対象外とした場合、
グループ企業関係を作出しさえすれば他者の法律事務を取り扱うことが許容されることになりま
すが、これは、当事者その他の関係人らの利益の保護や法律秩序の維持を目的とする同条の
規制の趣旨からして相当ではありません（例えば、反社会的勢力がある企業の債務整理に介入
して債務者と交渉する場合において、そのまま行う場合は同条違反となるのに、当該企業の議
決権の相当部分を無償あるいは低廉な額で取得し、親子関係やグループ関係を作出した上で
行う場合は同条違反にならないことになります。）。
したがって、グループ企業間の法律事務の取扱いを同条の構成要件から除外することは相当で
はありません。
・弁護士法第７２条の「報酬」とは、具体的な法律事件に関する法律事務取扱いのための主とし
て精神的労力に対する対価をいい、額の多少や名称のいかんを問わないとされています。ご提
案の人件費やホールディングカンパニーが子会社等の法律事務を取扱う場合の経営指導料
は、ここにいう「報酬」に該当すると考えられます。

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での
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受付日

所管省
庁への
検討

要請日

6 3月24日 5月2日 5月31日 法務

会社等の法人
設立時におけ
る公証役場で
の定款認証手
続の管轄廃止

株式会社や一般社団・財団法人の設立時には、公証役場で定款の認証を受けることが必要とされて
いる。この手続には、公証人法において、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局
の所属公証人が取扱うという管轄規定が設けられているが、管轄を廃止し、全国どこの公証役場でも
定款認証を受けられるようにするべきである。

個人 法務省

公証人法第６２条ノ２の規定により，株式会社のほか，定款について公
証人の認証を要する旨の規定が置かれている法人の定款認証は，法人
の本店（主たる事務所）の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の
所属公証人が扱うとされています。

対応不可
公証人法第６２条
ノ２

株式会社及び一般社団・財団法人等（以下「会社等」という。）の定款認証に当たり，嘱託人等が
公証役場に赴き，公証人の面前で，定款上の署名押印を自認等することは，会社等の活動に当
たって極めて重要な定款の成立の真正を確実に担保するため，不可欠なものです。
そして，会社等の定款認証は，会社等の本店所在地又は主たる事務所（以下「本店所在地等」と
いう。）を管轄する法務局に所属する公証人が取り扱うことが必要であり，管轄外の公証人が
行った定款認証は無効と解されています。
これは，
①　公証人は，全国５０の法務局のいずれかに所属し，各法務局長の監督の下で事務を取り扱
うところ，法務局が同様に取り扱う会社・法人登記事務は，その本店所在地等を基準に法務局単
位で管轄が決定されており，公証人の取り扱う定款認証事務も，商業・法人登記事務の管轄に
対応して，法務局ごとに会社等の本店所在地等を基準として管轄を設けることが合理的であるこ
と，
②　公証人は，定款認証に当たり，定款全体の適法性，有効性を，会社等の実態や地域の特性
等を踏まえつつ法的観点から実質的に審査・判断する必要があり，定款内容の確認・補正のた
め発起人等との間で打合せも必要になるなど，会社等の設立される地域に密着した公証人が定
款を審査する必要があること（これに対し，公正証書の作成は，嘱託人の属人的な意思決定に
より嘱託されるもので，定款認証の場合のような地域性や登記事務の管轄を考慮する必要はな
い。），
③　公証人は，定款認証後も，会社関係者等の請求により，公証役場で保存する定款原本の閲
覧等の事務を取り扱うため，会社等の本店所在地等に距離的に近い場所で執務する公証人が
定款の認証及び保管事務を行うことが相当であること，
④　仮に，全国いずれの公証人であっても定款認証することを可能とすると，特定の公証人に一
時的に事務が集中する可能性があり，事務の偏在により定款認証事務に遅延が生ずる可能性
があること
等を理由とするものであり，現行制度には十分な合理性があり，維持する必要性が極めて高い
ものです。

7 4月12日 5月2日 5月31日 法務

商業登記簿謄
本の記載事項
から会社代表
者の住所を削
除

会社代表者の身辺安全確保及び個人情報保護のため、商業登記簿謄本の記載事項から会社代表者
の住所を削除する。

日本損害
保険協会

法務省

株式会社の代表者の住所は，会社法（平成１７年法律第８６号）第９１１
条第３項第１４号に基づき登記され，その登記された事項は，商業登記
規則（昭和３９年法務省令第２３号）第３０条第１項に基づき，登記事項
証明書に記載されます。

検討

会社法第911条第
3項第14号、商業
登記規則第30条
第1項

会社の登記における代表者の住所の取扱については，個人のプライバシーの保護，裁判を受け
る権利との関係，取引の円滑に対する配慮などの様々な観点から，実務上の対応に係る問題も
勘案しつつ，適切な方策について引続き慎重に検討を進めることといたします。

8 4月12日 5月2日 5月31日 法務

サービサーが
取扱い可能な
「特定金銭債
権」の範囲の
拡大

サービサーが取扱可能である「特定金銭債権」の範囲拡大（手形割引に基づく手形買戻請求権、各種
手数料債権、貸付契約に付随して締結された金融デリバティブ取引契約に基づく債権等）。
【要望理由】
現状のままでは、サービサーを最大限活用することができず、銀行業界全体として非効率。本要望が
実現することにより、銀行債権をサービサーへ委託するための障壁がミニマイズされ、銀行業界・サー
ビサー業界双方の活性化に繋がる。

都銀懇話
会

法務省
債権回収会社の取り扱うことのできる対象債権は，一定の範囲内に限
定され，「特定金銭債権」と定義されています。

検討

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条第１項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条，第３条

手形買戻請求権を特定金銭債権に含める旨のサービサー法一部改正法案（議員立法）が第116
回国会に提出され，継続審議とされていたが，平成21年7月21日の衆議院解散により廃案となっ
たことから，先の法案が提出された経緯を踏まえ，各種手数料債権等の取扱いを含めた今後の
対応について，関係機関等と調整を行って参りたいと考えています。

9 4月12日 5月2日 5月31日 法務
ファクタリング
業務に係る規
制緩和

債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）第2条に定める「特定金銭債権」 （15号のファク
タリング債権関係等）に、保証ファクタリング業務の保証履行債権を加える。

都銀懇話
会

法務省
債権回収会社の取り扱うことのできる対象債権は，一定の範囲内に限
定され，「特定金銭債権」と定義されています。

検討

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条第１項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条，第３条

保証ファクタリング業務の保証履行債権を特定金銭債権に含める旨のサービサー法一部改正
法案（議員立法）が第166回国会に提出され，継続審議とされていたが，平成21年７月21日の衆
議院解散により廃案となったことから，先の法案が提出された経緯を踏まえ，今後の対応につい
て，関係機関等と調整を行って参りたいと考えています。

10 4月12日 5月2日 5月31日 法務
債権回収会社
の社名表記規
制の緩和

一定要件を満たす債権回収会社については、商号中に債権回収という文字を用いることを必須としな
い措置を要望する。

都銀懇話
会

法務省
債権回収会社は，その商号中に，「債権回収」という文字を用いなけれ
ばならない旨が規定されています。

対応不可

債権管理回収業
に関する特別措
置法第１３条第１
項

サービサーの商号中に債権回収という文字を用いなければならないとするサービサー法第13条
第1項の趣旨は，弁護士法の特例（同法第1条）として特定金銭債権の管理回収を行うことを認
められた許可業者とそうでないものの識別を容易にし，国民が不測の損害を被ることを防止する
ため，サービサー法に基づく債権回収業の許可を受けた者であることを商号上明白にすることに
あります。たとえ適切な外部委託管理態勢の構築された金融機関等から委託された債権回収の
みを受託業務とする債権回収会社等であっても，この趣旨は妥当することから，債権回収の文
字の使用を要しないとすることについては，極めて慎重な検討が必要です。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。
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11 4月15日 5月2日 5月31日 法務

動産譲渡登記
制度・債権譲
渡登記制度に
おける登記取
扱指定法務局
の拡充等

動産・債権譲渡登記制度について、東京法務局（中野出張所）以外でも登記の取扱いを可能とする。
特に被災地の法務局について優先的に対応し、将来的には各都道府県の地方法務局での取扱いを
可能とする。また、登記内容に変更や誤りがあった場合、順位（登記設定の日時）を維持したままでの
変更・更正登記や、登記申請段階で不備の指摘があった場合の即日補正（受け付けられた状態での
補正）の手続きを整備する。

全国地方
銀行協会

法務省

動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務をつかさどる登記所とし
て，東京法務局が指定され，東京都中野区に所在する東京法務局民事
行政部動産登録課及び同債権登録課（以下「動産・債権登録課」とい
う。）において事務を取り扱っています。
動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請は，登記所窓口及び送付（動
産・債権譲渡登記令（平成１０年政令第２９６号）第９条）のほか，オンラ
インによることが可能です（動産・債権譲渡登記規則（平成１０年法務省
令第３９号）第２４条第１項）。
なお，動産譲渡登記制度及び債権譲渡登記制度においては，変更登
記，更正登記及び登記申請後の補正を認めていません。

検討

動産及び債権の
譲渡の対抗要件
に関する民法の
特例等に関する
法律，
平成１７年法務省
告示第５０１号(動
産及び債権の譲
渡の対抗要件に
関する民法の特
例等に関する法
律第５条第１項の
規定による登記
所の指定に関す
る件）

動産譲渡登記及び債権譲渡登記の登記所の拡大に当たっては，人的体制の整備，登記所の回
線の増強，機器の増設，システムの改修等に相当額の経費を要することとなるため，現状にお
いて，東京法務局以外の登記所にまで窓口を拡大することは困難となっています。
なお，動産譲渡登記制度及び債権譲渡登記制度においては，申請人の利便性を考慮し，登記
申請の際に，申請人が登記所窓口に出向くことなく手続を行うことができるよう，送付又はオンラ
インによる申請も可能としているところです。オンラインによる申請については，より利用しやすい
制度となるよう，引き続き検討してまいります。
変更登記及び更正登記については，一旦登記により対抗要件が生じた事項について，変更登記
又は更正登記を可能とすると，既に生じている対抗要件の先後関係や対抗要件の及ぶ動産又
は債権の範囲等に影響を与えることになるため，動産譲渡登記制度及び債権譲渡登記制度に
おいては，変更登記及び更正登記は認められていません。また，動産譲渡登記制度及び債権譲
渡登記制度は，他の対抗要件制度と競合するものであることから，直ちに登記することを原則と
しているため，登記申請後の補正については認められていません。
しかしながら，現在，法制審議会に民法（債権関係）部会が設置され，民法（債権関係）の改正に
ついての調査審議が重ねられており，債権譲渡の対抗要件制度の見直しの一つとして，登記制
度の在り方についても検討課題に挙げられていることから，本要望に係る見直しの要否について
は，法制審議会民法（債権関係）部会における審議の内容及び費用対効果等を考慮しながら，
今後検討することといたします。

12 4月15日 5月2日 5月31日 法務
動産譲渡登記
の公示性の強
化

「動産譲渡登記」が、「占有改定」に優先するよう、制度を改正されたい。
【提案理由】
担保権設定時に占有改定による譲渡担保権の有無を完全に確認することは困難であることから、動
産譲渡登記の優先が認められれば、動産担保融資の利用促進が図られると考える。

第二地方
銀行協会

法務省
動産譲渡登記のされた譲渡が，先行してされた占有改定を原因とする
担保目的の譲渡に優先することとはされていません。

対応不可

動産及び再建の
譲渡の対抗要件
に関する民法の
特例等に関する
法律

動産譲渡登記への優先効の付与は，動産譲渡登記制度の立案段階においても最大の論点とし
て精力的に検討されましたが，対抗要件相互間の優先決定基準を錯綜させる，制度の濫用が頻
発しかねないなどの問題点があることから，導入は相当でないとされたところです。

13 3月27日 5月2日 5月31日 法務
行政書士法人
の設立要件緩
和

【具体的内容】
行政書士１名以上で行政書士法人が設立できるように要件を緩和するとともに、行政書士法人設立時
の定款につき公証人の認証手続きを不要とすること。
【提案理由】
行政書士法人は、会社法の「合名会社」を模している。合名会社は、社員１名以上で設立が可能であ
り、設立時の定款につき公証人の認証手続きも不要である。なお、弁護士法人は社員１人の法人が認
められている。また、行政書士は業として株式会社、持分会社、その他の法人の定款作成（代理）に携
わっており、定款作成に精通していることから公証人の認証手続きは不要である。

個人 総務省
行政書士法人を設立するためには、行政書士が二人以上で定款を定め
る必要があります。（行政書士法第13条の8第1項）
また、定款については、公証人の認証が必要です。（同条第2項）

対応不可 行政書士法

行政書士法人の目的は、行政書士が共同して利用者に良質で多様なサービスを提供することで
す。そのためには二人以上の行政書士により法人を設立する必要があると考えます。
また、定款に社員として記載された者が確かに行政書士であることなどを第三者に確認させるこ
とが必要であることから、公証人の認証を要することとされています。

14 3月22日 5月2日 5月31日 法務

公有地の拡大
の推進に関す
る法律の届出
義務の見直し

【具体的内容】
公有地の拡大の推進に関する法律の下で、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合の都道府県知
事または市長への届出義務を見直し、地方公共団体等の取得が想定しにくい地域は届出不要とすべ
きである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【提案理由】
公有地の拡大の推進に関する法律では、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序あ
る整備と公共の福祉の増進に資することを目的として、都市計画区域内（一部例外あり）の一定規模
以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、その土地の所在及び面積、譲渡予定価格、譲り渡そう
とする相手方その他の事項を都道府県知事（その土地が町村の区域内に存在する場合）や市長に届
け出させることにより、公共施設等の整備のためにその土地の取得を必要とする地方公共団体等に、
民間の取引に先立ち、土地の買取協議の機会を与えている。届出の対象となる土地は、都市計画施
設等の区域で200㎡以上、都市計画施設等の区域以外の市街化区域で5,000㎡以上、上記以外の都
市計画区域で10,000㎡以上となっている。
ただし、都市計画法上の工業専用区域のように使用用途が限定されている区域などの中には、地方
公共団体等が民間の取引と同等程度以上の条件で積極的に買取を希望することが考えにくい地域が
あり、そのような場合にも届出をして買取希望の地方公共団体等がない旨の通知を待つのは不経済で
ある。事前に国や地方公共団体等が届出義務の適用除外地域を設定するなど届出不要とすれば、そ
の地域についてはより簡素な手続で円滑・迅速な土地取引が可能となる。

日本経済
団体連合
会

国土交通
省

都市計画区域内等の土地で、一定規模以上の土地を有償譲渡しようと
する場合（交換も含む）は、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡
予定価額等を都道府県知事（当該土地が市の区域内に所在する場合
にあっては市長）に届け出なければなりません。

対応不可
公有地の拡大の
推進に関する法
律

公有地の拡大の推進に関する法律は、民間の取引に先立ち、地方公共団体等に土地の買い取
り協議の機会を与えることにより公有地の計画的な確保を図るため、一定規模以上の土地を有
償譲渡しようとする場合に都道府県知事等への届出を義務づけているものです。
以上の趣旨から、本要望に記載があるように都市計画法及び建築基準法により用途制限が行
われている地域であっても、道路等の公共施設の計画的な整備が必要な場合も想定されるた
め、一定の地域を区切って届出不要とする対応は困難です。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

15 3月30日 7月9日 7月31日 法務

行政書士のワ
ンストップ手続
きの法改正で
経済の高速化

【具体的内容】
行政書士の登記手続きについて。
高齢化と経済の縮小化の時代に突入している日本で、昔からの法規が幅を利かして現存し、ワンス
トップ手続きのさまたげになっている、小泉総理時代が終わると規制改革がストップした、計画されたも
のも民主党政権が途中で中止させた、そのために国民は以前よりも不便になったまま放って置かれて
いたのが、法務局の登記手続きのことである、１、行政書士が法人の定款等を公証人役場で認証を受
けた案件、２行政書士が遺産分割協議書等を作成した２案件はそれぞれほぼ９８パーセント手続きが
完了しているのに、登記申請の手続きが不可能なままでは政府の言うワンストップ手続きにならない
【提案理由】
これは民主党が途中で法務省の圧力を受けそれを跳ね返すことができずに国民に不便をかけたまま
現在に至っている問題だ。
しかし、今規制改革の中で改正をしなければ国民の不便さは解決せずわずらわしさとコスト高から解
放されないまま国民は放って置かれることになる、この問題は小泉改革の時に法務省と総務省に日本
行政書士連合会が改正法案を協議検討したが、規制緩和のことが尻すぼみとなったことから、ほった
らかしにされていたのである。
国民は率いの低い行政書士に上記２種目の手続きを依頼しても、明らかにワンストップサービスを国
から受けることが出来無いのである、しかも、高負担となって余計な出費が発生して家計にはマイナス
で、手続きのスピード化を損なったままなので国民は踏んだり蹴ったり状態を脱出できていない。
自民党はアヘノミクスを推進するために、規制改革を本腰を入れて取り組むと再開したのであるから、
商業登記と相続登記のスビード化等を速め贈与と相続と経済のスピードを上げて、国民に寄与できる
ように行政書士法を改正していただきたい、ＴＰＰ等に備えるためにも手続きの簡素化を急いで戴きた
い。
今後も行政書士は国民のために寄与できるよう努力し、特に私は自民党を未成年の時から親父と一
緒に応援をしてきている、実にその間が父子で７０年となった、最近では大野副官房長官、現在は大塚
拓衆議院議員が選挙区である、規制改革で行政書士にも陽があたっても良いのではないか。

個人
総務省、
法務省

行政書士は、官公署に提出する書類、権利義務又は事実証明に関する
書類を作成することができますが、その業務を行うことが他の法律にお
いて制限されているものについては、業務を行うことはできません。（行
政書士法第１条の２第２項）
ご提案の登記に関する手続について代理することは、司法書士法第３
条第１項第１号において司法書士の業務とされており、同法第７３条第１
項において司法書士又は司法書士法人でない者が業務を行うことは禁
じられています。

対応不可
行政書士法、司
法書士法

国民の権利に多大な影響を及ぼす登記業務を適正・円滑に行うためには、登記に関する知識及
び相当の法律的専門知識を有する者が登記申請業務を取り扱う必要があることから、登記手続
の代理は司法書士の独占業務とされています。
行政書士は相当の法律的専門知識を有すると考えられますが、司法書士と行政書士が有する
法律的専門知識は異なり、上記の趣旨からすれば、ワンストップサービスの実現という観点から
のみで、行政書士に登記手続の代理業務を認めることは適当でないと考えております。

16 3月22日 5月2日 7月31日 法務

地方空港等に
おける出入国
手続きの利便
性向上

【具体的内容】
出入国手続き（CIQ）の合理化については、「規制・制度改革に係る方針」（平成23年４月８日閣議決定）
を踏まえた対応が検討されているところであるが、これらに加え、係員が常駐していない地方空港・港
について、ＣＩＱ業務の一元化や地方自治体等への権限委譲などにより、ＣＩＱの利便性を向上させるべ
きである。
【提案理由】
出入国手続き（CIQ）については、税関（Custom）は財務省、出入国管理（Immigration）は法務省、検疫
（Quarantine）は厚生労働省・農林水産省が管轄している。ただし、国際線の定期便がない、あるいは
少ない地方空港・港には、これらの係員が常駐していないため、便の到着にあわせて、それぞれの係
員を派遣している。
一方、これらの地方空港等においては、派遣可能な人員、時間等には限りがあるため、国際線発着時
刻が左右されたり、CIQ手続きに長時間を要するケースが散見される。
CIQ業務の一元化（省庁間連携）、あるいは地方自治体等への権限委譲を行うことなどにより、より迅
速かつ柔軟にCIQを行うなどが期待され、利便性が向上する。その結果、より多くの国際線を地方空
港・港で受け入れることが可能となり、海外からの観光需要の獲得にも資することにもつながる。

日本経済
団体連合
会

法務省、
財務省、
厚生労働
省、農林
水産省

【法務省】
国際線の定期便がない，あるいは少ない地方空港・海港には，入国審
査官が常駐していないため，便の到着・出発にあわせて入国審査官を
派遣しています。
【財務省】【厚生労働省】
出入国手続き（ＣＩＱ）については、税関（財務省）、入管（法務省）、検疫
（厚生労働省、農林水産省）が、それぞれ所管する業務を行っていま
す。
【農林水産省】
動植物検疫では、海外から動植物及びその製品類を輸入する場合、一
定の病原体や病害虫の有無等に関する検査を受ける必要があります。
また、海外に輸出する場合についても、輸出国からの要求等に基づく検
査を受ける必要があります。

対応不可

【法務省】
出入国管理及び
難民認定法第6条
第2項，第3項，第
7条第1項，第25
条第1項，第60条
第1項，第61条
【財務省】
関税法第15条、
第17条、第67条、
第105条
【厚生労働省】
検疫法
【農林水産省】
家畜伝染病予防
法第40条、第45
条
植物防疫法第8
条、第10条　等

【法務省】
「ＣＩＱ業務の一元化」，「地方自治体等への権限委譲」について提案されていますが，入国審査官は，出入国審査の円滑な実施に努
める一方で，観光客等を装ったテロリスト等の入国を水際で確実に阻止するため，関係法令に関する知識や偽変造旅券の鑑識能力
等が求められるほか，個人識別情報を活用した入国審査への対応など，専門性の高い職務に携わっていることから，本提案について
対応することは困難です。
【財務省】
空港・港における出入国旅客に対するＣＩＱ業務は、審査・検査の対象（ヒト・モノの別）や、求められる専門的知識等がそれぞれ全く異
なります。
税関においては旅客及び乗組員の携帯品の迅速な通関に努める一方で、覚醒剤等の不正薬物や銃砲等の密輸出入防止、国連安保
理決議等による規制の適正な執行、また、適正かつ公平な関税等の賦課・徴収の実現といった専門性の極めて高い業務を全国的に
同等なレベルを確保しつつ遂行しているところです。
このような業務はまさに公権力の行使を行うものであるとともに、モノに関する高度の専門知識、密輸取締情報に基づくリスクマネジメ
ント等の専門的知識・能力を要するものです。
日本国内における治安及び貿易秩序の維持、安心・安全な国づくり、国際的な観光促進のためには、水際におけるこれらの業務水準
を高いレベルで維持する必要があり、関係省庁との業務統合や地方自治体への権限移譲は困難であると考えます。
【厚生労働省】
検疫業務については、国内に常在しない感染症の病原体が船舶等を介して国内に侵入することを防止するために水際において必要
な措置を講じるものであり、検疫法上の隔離・停留の要否の判断等の高度な専門知識を必要とするとともに、国際保健規則（IHR）に基
づくWHOへの通告等、国際的な連携が求められます。新型インフルエンザ対策を見ても、感染症法に基づく国内の感染症対策と密接
に連携して実施される必要があり、保健衛生行政として実施される必要があります。
また、検疫所においては、いわゆる狭義の検疫（ヒトの検疫）の他に、輸入食品の監視を一体として行っており、ヒトの検疫の部分のみ
を切り出して別組織とすることは非効率的と考えます。
このように、出入国手続き（CIQ）については、検疫業務を初め、分野ごとに求められる専門性が大きく異なっており、一元化することは
問題が多いと考えます。
また、検疫港・検疫飛行場での検疫業務は、国際船舶・航空機の来航便数や来航者数の点で、我が国の感染症対策上、重要な役割
を担っており、国が自らの責任の下で業務を行う必要があります。
【農林水産省】
空港・港におけるＣＩＱ業務は、審査・検査の対象によって、求められる専門的知識等がそれぞれ全く異なります。
動植物検疫に関しては、家畜の伝染性疾病及び植物の病害虫が我が国に侵入した場合、その被害が動植物の輸入者のみならず、
我が国の農畜産業、ひいては国民全体に及ぶため、動植物等の輸入者等に検査を受けること等の義務を課しております。
当該検査に係る業務については、動植物検疫に関する高い専門的知見を要すること、個人の権利を規制する国境措置であり、全国
均質な専門技術に基づき、公正かつ厳格に実施する必要があること等を踏まえ、植物病理学、昆虫学、獣医学、畜産学等に関する専
門的で高度な知見を有する動植物防疫官が、全国的に同等なレベルを確保しつつ遂行しているところです。
我が国における農畜産業の安全の確保等を図るためには、引き続き専門的で高度な知見を必要とする動植物検疫に係る業務水準を
全国的に同等なレベルで維持する必要があり、関係省庁との業務統合や地方自治体への権限委譲は困難です。

17 4月8日 7月9日 7月31日 法務
大量保有報告
書提出義務の
見直し

発行者側の意思決定による、受動的な取引（株式交換、株式移転、株式併合、株式分割等）におけ
る、大量保有報告書（変更報告書）の提出期限を緩和する。（５日⇒１ヶ月程度）
また、このようなケースでは、事前に発行者側から当該株主に対して通知等を行う仕組みを整備する。

民間団体 金融庁

株式併合及び株式分割の場合、通常は保有株券等の総数および発行
済株式等の総数が比例的に増減し、株券等保有割合が変化しないた
め、大量保有報告書（変更報告書）の提出は不要です。
株式交換及び株式移転の場合、割当てを受けた株券等に関し、
①　株券等保有割合が新たに５％超となったときには大量保有報告書
の提出義務が生じ、
②　（既に大量保有報告書を提出している者において）株券等保有割合
が１％以上増減したときには変更報告書の提出義務が生じます。

対応不可
金融商品取引法
第27条の23、第
27条の25

株式交換や株式移転など受動的な取引であっても、株券等保有割合が新たに５％超となった場
合や株券等保有割合が１％以上増減した場合は、経営に対する影響力等の観点から大量保有
に係る情報を投資者に対して迅速に提供する必要があるため、大量保有報告書等の提出期限
を緩和することは適当ではないと考えます。
株式交換や株式移転が行われる場合には、会社の業務執行決定機関による決定が行われた時
点で、金融商品取引法上の臨時報告書の提出等が義務付けられており、相当の準備期間を確
保した上で、株主に対する情報提供の機会が担保されていることから、大量保有報告制度にお
いて株主に対する通知等を義務付ける必要はないと考えます。

18 4月15日 5月2日 7月31日 法務
動産譲渡登記
等を取扱う法
務局の複数化

動産譲渡登記等を取扱う法務局を複数化されたい。特に、復興支援の観点から、東北地区の法務局
の対応を優先されたい。
【提案理由】
現在、動産・債権譲渡登記の取扱い法務局は、東京法務局に限定されているため、登記完了までに時
間を要するほか、司法書士への委託費等も負担となっている。

第二地方
銀行協会

法務省

動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務をつかさどる登記所とし
て，東京法務局が指定され，東京都中野区に所在する東京法務局民事
行政部動産登録課及び同債権登録課（以下「動産・債権登録課」とい
う。）において事務を取り扱っています。
動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請は，登記所窓口及び送付（動
産・債権譲渡登記令（平成１０年政令第２９６号）第９条）のほか，オンラ
インによることが可能です（動産・債権譲渡登記規則（平成１０年法務省
令第３９号）第２４条第１項）。

検討

動産及び債権の
譲渡の対抗要件
に関する民法の
特例等に関する
法律，
平成１７年法務省
告示第５０１号(動
産及び債権の譲
渡の対抗要件に
関する民法の特
例等に関する法
律第５条第１項の
規定による登記
所の指定に関す
る件）

動産譲渡登記及び債権譲渡登記の登記所の拡大に当たっては，人的体制の整備，登記所の回
線の増強，機器の増設，システムの改修等に相当額の経費を要することとなるため，現状にお
いて，東京法務局以外の登記所にまで窓口を拡大することは困難となっています。
なお，動産譲渡登記制度及び債権譲渡登記制度においては，申請人の利便性を考慮し，登記
申請の際に，申請人が登記所窓口に出向くことなく手続を行うことができるよう，送付又はオンラ
インによる申請も可能としているところです。オンラインによる申請については，より利用しやすい
制度となるよう，引き続き検討してまいります。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。
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19 4月23日 6月6日 7月31日 法務
失効した買戻
し特約の抹消
について

業者から住宅を購入した際、その不動産に買戻し特約がついていた。何年かたって、当該不動産を売
却する際、買主から買戻し特約の抹消を要求されるが、その際、買戻し特約も１０年を超えて失効して
おり、さらに販売した業者が倒産していた場合、清算人が選定されていないと、訴訟を起こして確定判
決をとってそれでもって抹消しなければならない。費用が３０万から５０万円かかると言われている。こう
いったケースの場合、買戻し特約も失効しているのだから、登記官の職権で抹消できないものかと思
う。買戻し特約を抹消しないと銀行でローンを付けてもらえないため、できるようにしてもらいたい。

個人 法務省
登記は、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければするこ
とができず、登記の抹消を申請する場合に、登記権利者及び登記義務
者が共同してしなければならないこととなっています。

対応不可
不動産登記法第
16条、第60条

登記簿上、買戻権が期間経過により消滅しているとみられる場合におきましても、当該買戻権が
担保的機能を有しているときは、清算が行われるまで買戻権が存続している可能性があると解
されており、買戻しの期間の経過後に信義則の適用により、買戻権の行使を認めた判例（最判
昭45・４・２１判時594・62）がありますので、登記官が職権で当該買戻特約の登記を抹消すること
はできません。

20 5月15日 6月6日 7月31日 法務

外国人を雇用
するための在
留資格変更許
可審査の迅速
化

中小企業が国際展開するため、グローバル人材として採用した外国人留学生が、在留資格の変更手
続きに時間を要し、予定の入社日に間に合わないなど支障が生じるケースがあるため、審査の迅速化
を図ること。

日本商工
会議所

法務省

行政手続法第６条の規定により、行政庁は標準処理期間を定めるよう
努めることとされているところ、外国人の出入国に関する処分について
は同法第６条の適用が除外されていますが（同法第３条第１項第１０
号）、同法第６条の規定を尊重して、標準処理期間をホームページで明
らかにしています。
在留資格変更許可手続の標準処理期間については２週間から１か月と
されています。

現制度下
で対応可
能

出入国管理及び
難民認定法第２０
条、行政手続法
第３条第１項第１
０号、第６条

審査の上で問題ないと考えられる事案については、標準処理期間内に処理するよう努めている
ところです。

21 7月23日 8月22日 9月4日 法務

行政書士の登
録における事
務所基準の撤
廃を

行政書士の国家試験に合格した者は日本行政書士連合会に登録をすることにより行政書士として仕
事をすることができる。この登録の申請は、各都道府県の行政書士会を経由しておこなうことになって
いるが、当該行政書士会は「事務所設置指導基準」等の事務所に関する基準を設け、この基準に適合
する事務所を設置することを登録の要件としている。なお、基準の名称は各行政書士会ごとに異なり、
たとえば、大阪行政書士会は「行政書士の事務所について」という名称。
事務所基準には、以下のようなことが定められている。（１）事務所は、不特定多数人に認識され、その
依頼に応じられるよう適当な場所に設置しなければならないこと、（２）事務所の防火及び消火の設備
を確保するよう努めなければならないこと、（３）事務所の内外装は、品位を保持しうるよう配慮しなけれ
ばならないこと、（４）接客スペース及び事務スペースがあること、など。また、備え付ける備品として以
下が指定されている。（１）事務用机・椅子、（２）書類等保管庫（容易に移動できないもの、鍵がかかる
もの）、（３）固定電話、プリンター、FAX、コピー機等、（４）パソコン・ワープロ等、（５）用紙、事務用品等
収納庫または収納棚、（６）業務用図書および図書棚。
このような事務所基準はあまりにも要求が厳しすぎて、自宅を事務所として開業することをほぼ不可能
にしている。また、初期費用が多額にのぼり開業を困難にしている。これでは、行政書士としてユニー
クなアイデアでサービス提供しようという意欲ある新規参入者を事実上排除している。
なお、わたしが知る限りにおいては、弁護士登録やその他の士業の登録でこのような事務所基準が設
けられている例はないと思う。この事務所基準は、行政書士法第８条を根拠としているように推測され
るが、当該８条は単に行政書士は「その業務を行うための事務所を設けなければならない」と規定して
いるだけ。事務所基準は行政書士法を逸脱したものであり、法的に問題があるように思う。
事務所基準は撤廃していただきたいと思う。

個人 総務省

　行政書士はその業務を行うための事務所を設けなければならないとさ
れており（行政書士法第８条第１項）、その事務所に行政書士の事務所
であることを明らかにした表札を掲示しなければならないとされていま
す。（行政書士法施行規則第２条の１４第１項）

事実誤認 行政書士法

　ご指摘の「事務所設置指導基準」等は、各都道府県の行政書士会において、行政書士法第８
条第１項に規定する、行政書士としての業務を行うに足る事務所であるかを調査し、必要に応じ
て指導することを適正に行うためのガイドラインとして、日本行政書士会連合会が作成した基準
に基づき各行政書士会において作成されているものです。
　したがって、その内容については、日本行政書士会連合会及び各都道府県の行政書士会にお
いて、行政書士の業務の実態を踏まえ検討されるべきものです。

22 9月13日 11月1日 11月15日 法務

現行の区分所
有法が定める
建替え決議要
件の見直し

現行の区分所有法は、団地型マンションの建替え決議の要件として、団地全体で４／５以上かつ住棟
単位で２／３以上の賛成が必要とされています。京口団地（姫路市）では、既に２つの管理組合がその
要件を満足していますが、全体共有の中央公園部分の権利を処理するためには、全ての管理組合が
法定要件を満足したうえで一括建替えを行わない限り、建替え事業に着手することができません。現行
要件は、当地区のような団地にあっては、乗り越えることができない障壁と考えています。
【提案１】現行区分所有法の建替え決議要件（４／５かつ２／３）の見直しと緩和
【提案２】「特区制度」等の創設により、全団地を一つとみなせるような手法の検討と上記の建替え決議
要件の見直しによる建替え事業の実現化

京口団地
総合管理
組合

法務省

団地内の建物がすべて区分所有建物であり，かつ，団地内の建物の敷
地が団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において，団地内
の建物について団地管理組合の管理対象とする旨の団地管理規約が
定められているときは，当該団地内の建物全体の一括建替えを団地管
理組合の５分の４以上の賛成かつ各棟ごと３分の２以上の賛成で実施
できる制度（団地内の建物の一括建替え決議）

対応不可
能

建物の区分所有
等に関する法律
第７０条

１　提案１について
　　問題とされる団地の敷地の権利関係等は明確ではありませんが，区分所有法の建替え決議は，個々
の区分所有者にとって区分所有権の処分を伴うこととなるため，これを多数決により行うことの正当性を
担保するためには，多数決要件は厳格である必要があります。また，建替え決議の内容を実現するため
には，建替え決議に賛成した区分所有者は，決議に賛成しなかった区分所有者に対して，売渡し請求権
を行使してその権利を買い取らなければなりませんが，決議要件を緩和した場合には，その分だけ買取
の費用負担が重くなるなど，建替えに要する社会的・経済的コストが増大することになり，建替え事業の
円滑な遂行にとっての障害となりかねません。
　　さらに，団地の一括建替え決議制度の目的は，建替えに関する意思決定を建物単位ではなく，敷地を
共通にする団地単位で行えるものとすることにありますが，区分所有法が，団地内の建物の一括建替え
決議の要件として，各棟の区分所有者及び議決権の３分の2以上の賛成を要求したのは，一括建替え決
議において，団地全体の多数者の意思をもって，建替えを望まない区分所有者が多数を占める建物につ
いて建替えを強制することは，建物と敷地とを別個の権利としている我が国の法制度一般と比較して，隔
たりが大きすぎること，本来は，各棟ごとに５分の４以上の建替え決議が成立しなければ団地全体の建替
えが実施できないこととの均衡の確保を図ったことにあります。
　　そのため，区分所有法の一括建替え決議要件のいずれについても緩和することは相当ではないと考
えます。

２　提案２について
　　全団地を一つとみなせるような手法の具体的内容は明確ではありませんが，区分所有法は，一棟の
建物を区分してその各部分を所有権の目的とした場合について，建物及びその敷地の共同管理等に関
し，私人である区分所有者相互間の法律関係を定める法律であり，性質上，提案２のように特区による特
例を設けることに馴染まないと考えます。

23 9月30日 11月1日 11月15日 法務
外弁の法人設
立及び支店の
開設について

外国法事務弁護士（外弁）がほかの外弁と、そして日本人弁護士とも法人を設立できるようにすべきで
ある。また、国内外いずれの法律事務所のニーズにも適合しない、支店の設置に関する制限を廃止す
べきである。

【提案理由】
現行の規則では、外弁事務所、または外弁と日本人弁護士の共同事業は、日本国内に複数の事務所
を開設することができない。これに対して、日本人弁護士は、弁護士法人を通して複数の事務所を開
設することが認められている。現在のところ、外弁はそのような制度を利用できない。
2009年12月、外国弁護士制度研究会の最終報告書が発表された。同研究会は、外弁がほかの外弁
と、そして弁護士とも法人を設立できるようにすべきであると提言した。報告書を実現するための法案
が導入されたが、これは国会で反対され、外弁が今後、弁護士とともに法人を設立できなくなるよう修
正された。これは、制度の有用性をさらに制限するおそれがある。

民間団体 法務省
現行法上，外国法事務弁護士法人の設立及び支店の開設は，認めら
れていません。

検討に着
手

外国弁護士によ
る法律事務の取
扱いに関する特
別措置法第４５条

　外国法事務弁護士が法人を設立して業務を行うことができるよう法改正すべきであるとの内外
の要望が寄せられていることを踏まえ，法務省及び日本弁護士連合会は，平成20年5月，有識
者等で構成される外国弁護士制度研究会を設置しました。この外国弁護士制度研究会におい
て，平成21年12月24日に報告書が取りまとめられ，弁護士及び外国法事務弁護士の業務に関
し，次の２つの法人制度の創設を提言されました。
①外国法事務弁護士のみが社員となり，外国法に関する法律サービス全般の提供を目的とする
法人制度
②弁護士及び外国法事務弁護士が共に社員となり，法律サービス全般の提供を目的とする法
人制度
　法務省では，上記①の法人制度の創設を目的とする外国弁護士による法律事務の取扱いに
関する特別措置法の一部改正法案を第180回通常国会に提出したところ，同国会閉会に伴い継
続審議となり，第181回臨時国会中の平成24年11月16日に衆議院が解散され廃案となりました。
外国法事務弁護士事務所の法人化及び当該法人による複数事務所の設置について，引き続き
検討を進める予定です。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。
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24 10月1日 12月6日 12月25日 法務
「行政書士」資
格制度を全面
的に改革する

１　「行政書士」資格制度の改革提案
　　現行の行政書士法を廃止し、新法で間口の広い行政と身近で国民との間の橋渡しを円滑にする役割を担う行政士等に多種
多様な行政業務を担わせて、国民（市民、企業、各種団体など）の利便性を高め、真に役立つものにするなど、国費ゼロで民間
の力を活用する
２　現状の「行政書士」資格制度
　　行政書士法により、行政書士が国民から受任出来る業務が次の通り書類作成業務が中心で、行政不服審査法及び行政事
件訴訟法が除かれて代理権業務を極端に狭く限定的にしている
「官公署提出」の書類作成、提出手続き代理、許認可等の聴聞、弁明、意見陳述手続行為の代理、「権利義務」の書類作成、代
理人作成、契約書等の代理人作成、「事実証明」の書類作成、書類作成の相談
３　現状の「行政書士」資格制度の問題点
　　行政書士の限定的な業務が、真に国民に役立つ利便性を低下させており、行政の円滑な運営に影響が及んでいる
４　現状の規制・制度の改善の必要性・根拠
　　上記３の問題を解消させる必要がある（上記２参照）。
５　どの様な規制・制度に変えれば良いのか
（１）行政書士法を廃止し、新たに多種多様な行政法の業務（一般・特別行政法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟
法の相談、書類作成、書類作成代理、手続き行為の代理業務など）を行政法専門の行政士、特定行政士、地方行政士、行政
書士に委ねる「行政士法」を制定する
ア　「行政士」は特定行政士の固有業務を除いた業務を所掌し総務大臣所管、「特定行政士」は限定した行政法の業務を所掌
し（司法書士、社会保険労務士、弁理士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、海事代理士、建築士など）各担当大臣所管
イ　「地方行政士」は都道府県の地方行政法を所掌し、「行政書士」は行政不服審査法及び行政事件訴訟法を除いた業務の相
談、書類作成、書類作成代理を所掌し、都道府県知事所管
（２）隣接行政業務まで拡大し過ぎる「行政士」の資格基準を、適正なものに限定して資質の向上を図り、外れる者を「特定行政
士」に移行
６　改革でどのように変わるのか（メリット）
国民の利便性が高まる真に役立つ行政士等となり、国の行政が円滑に遂行されて、国民の行政に対する評価が高まるもので、
国費ゼロで国益が増す民活の行政士制度を活用しない手はない。

銀座公正
取引コン
サル株式
会社

総務省

　行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、
権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業としています。
ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものに
ついては、行うことができません。（行政書士法第1条の2）

対応不可 行政書士法

　行政書士制度は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資する
ものとして、国民生活に広く浸透していると考えます。
　なお、ご提案は「行政書士」資格制度の全面的な改革とされていますが、その内容は他の資格
制度の改革を伴うものとなっており、資格制度全体の見直しの中で検討されるべきものであると
考えます。

25 10月4日 12月6日 12月25日 法務

日本行政書士
会連合会への
登録、都道府
県行政書士会
の強制加入制
度の廃止

現状、行政書士会は、日本行政書士会に登録され、事務所がある都道府県の行政書士会への加入が
義務付けられていますが、「業務に支障をきたす平日の昼に開催されるために単位会の総会に参加で
きず、そのため、仕事がない、あるいは業務を行わない会員が実権を握っている。」、「研修制度がが
新人向けで変わらない」、「入管法違反や司法書士法違反の前科のある者が研修の講師を行ってい
る」、「行政書士の資格が必要ないADRや成年後見に予算が投入され、本来業務の官公署への手続き
業務への予算が年々削減され、研修すらも行われない。そのため、一部官公署では行政書士が門前
払いされている。」、「他士業法違反よりも会費滞納者の取り締まりに力を入れている」など、日行連や
行政書士会本来の目的、行政書士制度の目的からかけ離れた活動となっております。にもかかわら
ず、行政書士会へ強制加入をさせることは、憲法が保障する経済活動の自由を阻害するものであると
考えます。特に、行政書士の資格が必要ないADRや成年後見に会員全員の会費を投入して行政書士
法人ではない法人を設立し会員を募りその会員のみで業務を行うのは、行政書士法第11条（依頼に応
ずる義務）の趣旨に反するものであると考えます。日本行政書士会連合会の会員向け会報も、行政書
士の資格が必要ないADRや成年後見の記事ばかりで、国家資格団体の会報の体をなしていない状態
です。行政書士の登録について、日本行政書士会連合会、都道府県行政書士会を廃止し、総務大臣、
都道府県知事の登録制に改めるべきであると考えます。

個人 総務省

　行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、日本行政書
士会連合会に備える行政書士名簿に登録しなければなりません。（行政
書士法第6条）
　行政書士は、日本行政書士会連合会の登録を受けた時に、その事務
所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の
会員となります。（行政書士法第16条の5）

対応不可 行政書士法

　行政書士の登録事務は、これまでの制度改正により、行政事務の簡素合理化及び行政書士
会の自主性の強化の見地から、行政書士会が行うこととされ、さらに、行政書士試験合格の資
格が全国通用することとなったことに伴い、行政書士となる資格の認定の全国的統一を図る等
のため、行政書士会を経由して日本行政書士会連合会が登録事務を行うこととなったものです。
　また、行政書士名簿に登録された時に、当然に行政書士会の会員となることとされているの
は、行政書士会が会員の指導及び連絡を行う目的で法律上設立が強制されている法人であり
（行政書士法第15条）、行政書士がこれに入会し、その指導、助言、情報の提供等を受けること
は、行政書士の業務を適正に遂行する上で不可欠であるとの趣旨からです。
　したがって、簡素で効率的な行政事務の実現及び行政書士制度の適正性の確保の観点から、
日本行政書士会連合会への登録制度及び行政書士会への強制加入制度は維持する必要があ
ると考えます。

26 10月5日 12月6日 12月25日 法務

行政書士証票
と委任状の提
出で行政証明
の交付を受け
られるように
する

現状、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書の代理交付については、委任状と代
理人の身分証明書の提示が必要になっています。行政書士として、許認可手続きに必要な添付書類
の交付手続きであり行政書士の職務として交付の代理を受けているにも関わらず、行政書士個人の個
人情報を強制的に提示させることは、行政書士個人のプライバシーを侵害するものであると考えます。
この制度を放置するならば、そもそも行政書士制度が不要であると考えます。弁護士にも認められてい
ないということですが、根拠が不明です。職務であるにもかかわらず、取得者個人の個人情報の提示
を求めることについて、明確な説明を求めます。

個人 総務省
　日本行政書士会連合会は、行政書士の登録の申請を行った者につい
て、行政書士名簿に登録をした時は、当該申請者に行政書士証票を交
付しなければならないとされています。（行政書士法第6条の2第4項）

その他 行政書士法

　行政書士証票は、行政書士であることを証明するものですが、行政書士が各種行政証明の交
付申請を行うに当たっての本人確認の方法については、個々の行政証明ごとに、どの程度の確
認が必要かを検討する必要があり、必ずしも行政書士であることをもって本人確認として十分で
あると一律に判断することはできないと考えます。

27 10月16日 12月6日 12月25日 法務

寄港地上陸許
可手続の運用
改善とトラン
ジット・ビザ発
給方法の見直
し

【要望の具体的内容】
　観光立国の実現の観点から、わが国の主要国際空港等において、自動化ゲートの活用・混雑時の既存ブース
のフル運用を含め入国審査体制の強化を図りつつ、わが国を経由して外国に向かう旅行者がわが国に上陸を
希望する場合に寄港地上陸許可が迅速に下り、速やかに入国できるようにする。また、最先便以外の便での出
国や２回目以降の寄港地上陸を認める等、運用の柔軟化を図る。
　加えて、わが国を経由して外国に向かう旅行者にわが国での最大14日間の滞在を認めるトランジット・ビザに
ついて、わが国の主要国際空港でも発給する、大使館等に行かなくてもネットで申請・受給する等、発給方法を
見直す。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
　寄港地上陸制度は、わが国を経由して外国に向かう旅行者がわが国への上陸を希望する場合に入国審査官
が入管法第14条に基づき72時間以内の上陸を許可する制度であり、法律上は査証の有無を問わない。現在は
観光立国の観点から一度に数千人の外国人旅行者が上陸する大型クルーズ船の入国審査にも活用されてい
る。この制度は海外にも周知されているが、既に寄港地上陸許可制度を利用したことがあることや出国予定便
が最も早い便でないことなどを理由に不許可になる事例が散見される。
　わが国を経由して外国に向かう旅行者向けには、わが国で最大14日間の滞在を認めるトランジット・ビザの制
度もあるが、予め在外公館の窓口で申請・取得する必要があり、取得機会が限られている。
　なお、韓国では無査証入国が可能でない国の国民でも、アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア、ニュージーラ
ンドの５カ国中いずれか１カ国の査証と最終目的地までの航空券を所持する旅行客には30日以内の無査証入
国を認めている。
＜要望理由＞
　観光立国の観点から、わが国の主要国際空港等を経由して海外に向かうことを予定している外国人旅行者に
対しても国内観光・ショッピングの機会を増やすべきである。
＜要望が実現した場合の効果＞
　観光立国の実現に向け、外国人旅行者の数、国内消費額の拡大に資する。

（一社）日
本経済団
体連合会

警察庁、
法務省、
外務省

【法務省】
（寄港地上陸許可の運用について）
寄港地上陸許可は，船舶又は航空機に乗っている外国人乗客で，本邦
を経由して本邦外に赴こうとするものに対して，買い物や休養等のた
め，乗ってきた船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時
間の範囲内で，その出入国港の近傍に上陸することを希望する場合に
与えられます。

【外務省】
＜トランジットビザの発給方法について＞
通過査証（トランジットビザ）に関しては、在外公館にて必要書類を提出
の上、審査を経て、発給しております。

対応不可

【法務省】
出入国管理及び
難民認定法第14
条

【外務省】
外務省設置法

【法務省】
（寄港地上陸許可の運用について）
寄港地上陸許可制度は，本邦を経由して本邦外に赴こうとする船舶等の乗客について，運送業
者等の申請に基づき査証を要することなく一時的に上陸を許可する制度であり，同制度の運用
に当たっては，我が国での不法就労等を企図する者が査証取得を免れる目的で本制度を利用
することを防止するため慎重な審査を実施する必要があります。他方で，寄港地上陸許可を希
望する合理的理由が認められ，かつ，不法就労その他我が国法令に違反するおそれがないと認
められる申請に対しては，最先便以外の便での出国や２回目以降の申請であることのみをもっ
て不許可とする運用はしていません。

【外務省】
＜トランジットビザの発給方法について＞
現行制度ではわが国の空港において通過査証を発給するのは不可能です。また、犯罪や不法
入国等を未然に防止するためにも、提出書類は原本によりその真偽性を確認する必要があるこ
と等から、インターネットによる申請・発給は想定してはおりません。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。
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28 10月16日 12月6日 12月25日 法務

クルーズ船入
港時の入国審
査手続の見直
し

【要望の具体的内容】
　クルーズ船入港時の入国審査手続の迅速化・円滑化を図るため、入国審査体制の強化を図りつつ、
大型クルーズ船については、入国審査官が事前に海外から乗船し、上陸する外国人乗客に対し航行
中の船内で入国審査手続を完了する海外臨船審査を実施すべきである。
　加えて、外国人乗客の利便性を向上し、入国審査官の負担を軽減するため、他国のクルーズ船への
対応事例も参考に、対面式入国審査・写真撮影・指紋採取を省略する、パスポートに代えて運行会社
が発行するクルーズカードでの上陸を認める等の新たな制度を検討・導入すべきである。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
　政府は2012年６月から乗客数2,000名超の大型クルーズ船に対しては、入国審査官が海外から乗船
して航行中に船内でパスポートをチェックするとともに、外国人乗客に対して従来行っていた顔写真の
撮影は省略する等の手続の簡素化を行っているが、入港後に指紋の採取と個人識別情報との照合を
行う時間が取られるため、外国人乗客の国内への滞在時間が短くなっていた。
＜要望理由＞
　海外臨船審査の実施により、上陸を希望する外国人乗客に対する入国審査手続が航行中の船内で
完了することになれば、クルーズ客は国内での滞在時間を長くすることができる。また、他国が行って
いるような対面式入国審査・写真撮影・指紋採取等の省略、クルーズカードによる上陸が可能になれ
ば、乗客と入国審査官の負担が軽減され、乗客にとっての利便性が高まる。
＜要望が実現した場合の効果＞
　外国人乗客の負担軽減・利便性の向上は外国人のわが国に対する好印象を強め、訪日外国人観光
客数の伸びに繋がる。また外国人乗客のわが国での滞在時間の増加は、上陸中に観光や買い物に
向ける時間の増加につながり、国内消費の増大による経済の活性化に大きく貢献する。

（一社）日
本経済団
体連合会

法務省
大型クルーズ船の乗客を対象として，寄港地上陸許可を活用した審査
を実施するとともに，クルーズ船対応のため入国審査官を増員する等，
入国審査手続の迅速化・円滑化に取り組んでいます。

対応不可
出入国管理及び
難民認定法第14
条

　大型クルーズ船に対する入国審査の迅速化・円滑化については，「日本再興戦略」及び「観光
立国実現に向けたアクション・プログラム」を踏まえ，海外臨船審査の実施も含め，別途，新たな
方策を検討しています。
　また，対面式入国審査・写真撮影・指紋採取の省略，パスポートに代えて運行会社が発行する
クルーズカードでの上陸を認めることについては，テロ対策や水際対策等の観点から適当では
ないと考えます。

29 10月16日 12月6日 12月25日 法務

発電所等の建
設用地取得に
向けた戸籍謄
本の第三者請
求手続の明確
化

【要望の具体的内容】
　発電所等の建設用地取得に向けて戸籍謄本等を必要とする場合、自己使用に限る等の一定の制約
を課したうえで、戸籍謄本等の第三者請求の正当な理由に該当する旨を明確にするべきである。
【規制の現状と要望理由等】
　現在、戸籍謄本等（住民票記載事項証明書や戸籍の附票も含む）の第三者請求は、正当な理由が
ある場合に認められている。しかし、この「正当な理由」の要件は、現在、明確化されていない。
　発電所等の建設用地取得に向けて、事業者は、土地の相続関係を調査すべく、地権者の戸籍謄本
等が必要となる。しかし、戸籍謄本等の第三者請求の要件が上記の通り明確化されていないため、自
治体によっては、その第三者請求が認められない。これにより、事業者は、地権者から依頼を受けた
司法書士による請求に頼らざるを得ず、土地の相続関係の調査に多くの時間と費用を要している。
　しかし、発電所等の建設は、土地収用法において、公共の利益となる事業として指定されており、国
等の認定を受ければ、地権者の意思にかかわらず土地の収用や使用が認められる。また、土地収用
の前の測量・調査等の段階でも、都道府県知事の許可があれば、地権者の意思にかかわらず、土地
に立ち入ることができる。以上のように発電所等を建設する事業者は、地権者の財産権に対して、強
い権限をもつことができる一方で、一定の制約を課したうえでの戸籍謄本等の第三者請求が認められ
ないというのは合理性に欠ける。
　そこで、法務省は、土地収用法で公共の利益となる事業として指定される発電所等の建設用地取得
に向けて戸籍謄本等を必要とする場合、自己使用に限る等の一定の制約を課したうえで、戸籍謄本等
の第三者請求の正当な理由に該当する旨を明確にするべきである。

（一社）日
本経済団
体連合会

法務省

　戸籍法第１０条の２第１項では，戸籍に記載されている本人等以外の
者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をする
ことができるとされています。この場合において、当該請求をする者は、
それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならな
いとされています。

１ 　自己の権利を行使し，又は自己の義務を履行するために戸籍の記
載事項を確認する必要がある場合　権利又は義務の発生原因及び内
容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記
載事項の確認を必要とする理由
２ 　国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合　戸籍謄本
等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を
必要とする理由
３ 　前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理
由がある場合　戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利
用を必要とする事由

現行制度
下で対応
可能

戸籍法第１０条の
２
土地収用法

　土地収用法で公共の利益となる事業として指定された発電所等の建設用地取得のために戸籍
謄本等を必要とする場合は，一般的には，戸籍法第１０条の２第１項第３号の「戸籍の記載事項
を利用する正当な理由がある場合」に該当する場合があるものと考えますが，具体的な事案に
応じて検討する必要性がありますので，具体的な事例を基に照会があれば，積極的に対応して
まいりたいと考えています。

30 10月16日 12月6日 12月25日 法務
債権管理回収
会社の取扱い
債権の拡大

【要望の具体的内容】
　ＳＰＣ法上の特定社債、会社法上の社債や、いわゆる信託ＡＢＬにおける対象資産である金銭債権を
サービサーが取扱うことができる金銭債権としていただきたい。
【規制の現状と要望理由等】
　サービサーが取扱うことができる金銭債権については、1998年の債権管理回収業に関する特別措置
法の制定時には、不良債権処理の迅速化のため金融機関等が有する貸付債権を幅広く対象とすると
ともに、当時、流動化の対象となっている債権を対象とすることとされた。
　その後、不良債権処理および資産流動化の一層の促進の観点から取扱い債権の範囲拡大のため
の法律改正が行われ、現行法は、債権管理回収業に関する特別措置法第２条第１項第10号ないし14
号において流動化対象の金銭債権を特定金銭債権としている。
　しかし、ＳＰＣ法上の特定社債、会社法上の社債やいわゆる信託ＡＢＬ（オリジネーターが受託者に対
し証券化対象資産を信託譲渡し、これに対し受託者がオリジネーターに対し信託受益権を発行し、受
託者が信託財産である証券化対象資産を引当てとして投資家から借り入れを行い、かかる借入金を
もってオリジネーターが取得した信託受益権の一部を償還することにより当該信託受益権の償還金を
もってオリジネーターの資金調達を図るというスキーム）における流動化対象の金銭債権は対象とされ
ていない。
　債権の機動的かつ確実な回収を図ることにより、わが国における金融機能全体の強化を図るため、
特定金銭債権としてサービサーが回収することを可能とすべきである。

（一社）日
本経済団
体連合会

法務省
　債権回収会社の取り扱うことのできる対象債権は，一定の範囲内に限
定され，「特定金銭債権」と定義されています。

検討を予
定

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条第１項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条，第３条

　ＳＰＣ法上の特定社債，会社法上の社債を特定金銭債権に含める旨のサービサー法一部改正
法案（議員立法）が第166回国会に提出され，継続審議とされていたが，平成21年７月21日の衆
議院解散により廃案となったことから，先の法案が提出された経緯を踏まえ，今後の対応につい
て，関係機関等と調整を行って参りたいと考えています。
　信託ＡＢＬにおける対象資産である金銭債権を特定金銭債権に含めることについては，今後，
関係機関等の意見も聴きながら検討して参りたいと考えています。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要
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31 10月16日 12月6日 12月25日 法務

高度外国人材
ポイント制に
よる出入国管
理上の優遇措
置における永
住許可に要す
る在留歴の短
縮の早期実現

【要望の具体的内容】
　高度外国人材ポイント制による出入国管理上の優遇措置において、永住許可に必要な在留歴の緩
和（現行の５年から３年に短縮）について、必要な法制度上の措置を講じ早期に実現すべきである。
【規制の現状と要望理由等】
　現在、就労を目的とする在留資格を有する者が永住許可を受けるためには、原則として引き続き10
年以上わが国に在留していることが必要とされているが、高度外国人材ポイント制による出入国管理
上の優遇制度の下では、高度人材としての活動を引き続き概ね５年行っている場合には永住許可の
対象とされている。
　2013年５月にとりまとめられた「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の見直
しに関する検討結果（報告）」では、「『在留歴に係る永住許可要件の緩和』については、わが国として
高度外国人材を受け入れ、その定着を図るという意思を強く表明する見直しを行うべきである」との見
解が示されている。また、「日本再興戦略」（2013年６月14日閣議決定）においても、高度外国人材ポイ
ント制度の見直しの一環として、「永住が許可されるための在留歴の短縮（現行の５年を３年とする等）
といった高度人材に対する優遇制度の見直しを行い、本年中に新たな制度を開始する」との方針が打
ち出されており、その実施に向けた準備が進められつつあるが、永住許可の見直しについては、就労
制限のない新たな在留資格の創設が前提（入管法改正が必要）とされている。

（一社）日
本経済団
体連合会

法務省、
厚生労働
省、経済
産業省

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措置のうち，永
住許可に必要な在留歴については，高度人材としての活動を引き続き
概ね５年行っている場合，永住許可の対象とすることとしています。

検討に着
手

出入国管理及び
難民認定法第20
条，第22条

高度人材の永住が許可されるための在留歴の短縮に必要な措置を講じるため，次期通常国会
に出入国管理及び難民認定法の改正法案の提出を予定しています。

32 10月16日 12月6日 12月25日 法務
「総合職」に適
した在留資格
の創設

【要望の具体的内容】
　「企業における専門的・技術的分野の外国人社員の活動を幅広く認めるための在留資格上の措置」
として、所謂「総合職」に適した在留資格を創設すべきである。
【規制の現状と要望理由等】
　留学生がわが国で就労するためには在留資格を変更しなければならない。この場合、多くは、「留
学」から「人文知識・国際業務」もしくは「技術」への変更申請を行っており、原則としてそれらの在留資
格の上陸許可基準に適合していることなどが求められている。
　2010年３月に策定された「第４次出入国管理基本計画（以下、基本計画）」では、（大学等で身に付け
た専門知識や日本語能力をいかして）わが国での就職を希望する留学生についても、「わが国の経済
活動を担う人材としての意義も有するものであり、その在留資格の変更手続きの一層の円滑化を図っ
ていくなど、留学生等の適正・円滑な受け入れを推進していく」との方針が示されている。このため、在
留資格変更の審査においては、大学等の専攻分野と企業の活動内容の関連性につき柔軟に取り扱う
措置が講じられている。しかし、関連性についての説明が必ずしも明確に行えないケースもあるため、
企業は採用対象となる留学生の範囲を限定したり、その後の人事異動に躊躇してしまう場合が存在す
るのが実態である。
　基本計画では「企業における人材活用の在り方が多様化する中、企業における専門的・技術的分野
の外国人社員の活動を幅広く認めるため、外国人社員の就労実態を十分に把握した上で、在留資格
『人文知識・国際業務』、『技術』等の見直し等在留資格上の措置を検討する」とされており、この在留
資格上の措置として、所謂「総合職」に適した在留資格を創設することにより、わが国企業は、留学生
であるか否か、さらには国籍を問わず、優秀な産業人材を育成・確保することが可能となる。

（一社）日
本経済団
体連合会

法務省、
厚生労働
省、経済
産業省

現行法上，いわゆる「総合職」といった在留資格は存在しません。
検討を予
定

出入国管理及び
難民認定法第2条
の2第1項及び第2
項，第7条第1項
第2号，第19条第
1項及び第2項，
第20条，別表第
一の二，出入国
管理及び難民認
定法第七条第一
項第二号の基準
を定める省令

企業における人材活用の多様化を踏まえ，専門的・技術的分野の外国人の受入れについては，
外国人社員の就労実態を十分に把握した上で，別途，在留資格「人文知識・国際業務」，「技術」
等の見直しを含め，検討を行うこととしています。

33 10月16日 12月6日 12月25日 法務

カテゴリー１の
就労系在留資
格者と同居す
る「家族滞在」
者の
在留資格認定
証明書交付申
請手続きの迅
速化

【要望の具体的内容】
　在留資格認定証明書交付申請手続きにおいて、いわゆるカテゴリー１に該当する機関に雇用され活
動に従事する外国人の家族について、当該外国人の在留資格認定に係る申請と異なる時期に在留資
格「家族滞在」の認定をカテゴリー１に該当する機関がその旨を明らかにして申請する場合について、
同時申請時と同様に、申請受理日から２週間以内に処理すべきである。
【規制の現状と要望理由等】
　本邦の公私の機関に雇用されて活動に従事することを内容とする申請案件のうち、過去３年間にわ
たり不交付・不許可となったことがない機関又は東京証券取引所上場企業若しくはこれと同程度の規
模を有する機関、いわゆるカテゴリー１に該当する機関との契約に基づいて活動を行うことを目的とす
る案件については、簡易に交付できる案件に振り分け、申請受理日から２週間以内に処理することとさ
れている。この趣旨を踏まえ、カテゴリー１に該当する申請案件であれば、当該外国人の申請と同時
に、その家族について在留資格「家族滞在」の認定を申請する場合は、通例約２週間で処理されてい
る。
　他方で、子が通う学校のカリキュラム等を考慮し（子が通う学校等の事情により）、やむなく後日家族
を呼び寄せることになり、申請時期が異なる事例も少なくない。しかし、この場合は申請内容が同時申
請のものと全く同一であっても、平均２カ月程度の処理期間を要しており、来日の具体的な日程調整に
支障をきたしている。同居家族が円滑に来日できるようになれば、有能な外国人材のわが国での能力
発揮に資するものと考えられる。

（一社）日
本経済団
体連合会

法務省
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間については，１か月～３
か月としています。

対応不可

出入国管理及び
難民認定法第7条
の2，別表第一
出入国管理及び
難民認定法施行
規則第6条の2，
別表第三，別記
第六号の三様式
行政手続法第3条
第1項第10号，第
6条

　「投資・経営」，「研究」，「技術」，「人文知識・国際業務」等の就労活動の在留資格については，
平成２１年に申請書の様式を改正し，カテゴリー１又は２に該当する企業において就労する外国
人からの申請については，特に当該外国人が所属する機関が作成し提出する資料を大幅に簡
素化する等の措置を講じて，迅速処理を行っているところです。
　これに対し，「家族滞在」の在留資格については，扶養者との関係及び扶養能力が審査の中心
であるため，家族単独で申請がなされた場合について，上記の就労活動に係る在留資格と同様
の措置を講じることは困難ですが，カテゴリー１又は２に該当する企業において就労する扶養者
と同時に申請がなされた場合には，家族単位で審査を行い迅速処理を行っています。

34 10月16日 12月6日 1月17日 法務

発電所等の建
設用地取得に
向けた住民票
記載事項証明
書及び戸籍の
附票の第三者
請求手続の明
確化

【要望の具体的内容】
　発電所等の建設用地取得に向けて戸籍謄本等を必要とする場合、自己使用に限る等の一定の制約
を課したうえで、戸籍謄本等の第三者請求の正当な理由に該当する旨を明確にするべきである。
【規制の現状と要望理由等】
　現在、戸籍謄本等（住民票記載事項証明書や戸籍の附票も含む）の第三者請求は、正当な理由が
ある場合に認められている。しかし、この「正当な理由」の要件は、現在、明確化されていない。
　発電所等の建設用地取得に向けて、事業者は、土地の相続関係を調査すべく、地権者の戸籍謄本
等が必要となる。しかし、戸籍謄本等の第三者請求の要件が上記の通り明確化されていないため、自
治体によっては、その第三者請求が認められない。これにより、事業者は、地権者から依頼を受けた
司法書士による請求に頼らざるを得ず、土地の相続関係の調査に多くの時間と費用を要している。
　しかし、発電所等の建設は、土地収用法において、公共の利益となる事業として指定されており、国
等の認定を受ければ、地権者の意思にかかわらず土地の収用や使用が認められる。また、土地収用
の前の測量・調査等の段階でも、都道府県知事の許可があれば、地権者の意思にかかわらず、土地
に立ち入ることができる。以上のように発電所等を建設する事業者は、地権者の財産権に対して、強
い権限をもつことができる一方で、一定の制約を課したうえでの戸籍謄本等の第三者請求が認められ
ないというのは合理性に欠ける。
　そこで、法務省は、土地収用法で公共の利益となる事業として指定される発電所等の建設用地取得
に向けて戸籍謄本等を必要とする場合、自己使用に限る等の一定の制約を課したうえで、戸籍謄本等
の第三者請求の正当な理由に該当する旨を明確にするべきである。

（一社）日
本経済団
体連合会

総務省

　市町村長は、本人等又は国若しくは地方公共団体の機関以外の者で
あって、住民票の記載事項を確認するにつき正当な利用がある者（自己
の権利行使や義務履行に必要な場合など）から、住民票の写し等が必
要である旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、住民票の写
し等を交付することができます。
　申出にあたっては、申出者は、その氏名及び住所（申出者が法人の場
合は、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在
地）、利用目的等を明らかにすることとされています。

現行制度
下で対応
可能

住民基本台帳法
第１２条の３

　土地収用法で公共の利益となる事業として指定された発電所等の建設用地取得のために住民
票の写し等を必要とする者は、一般的には，住民基本台帳法第１２条の３第１項第３号の「住民
票の記載事項を利用する正当な理由がある者」に該当する場合もあるものと考えますが、具体
的な事案に応じて検討する必要がありますので，具体的事例を基に照会があれば検討して参り
たいと考えています。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要
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35 10月16日 12月6日 1月17日 法務

外国人技能者
に対する実務
研修のあり方
の見直し

【要望の具体的内容】
　海外の生産拠点等より受け入れた現地法人社員（技能者）のより効果的・効率的な技能の修得と社
員の定着を促進すべく、現行の実務研修に係る制度を見直すべきである。
【規制の現状と要望理由等】
　わが国企業が実務研修を目的に現地法人（工場）の社員を在留資格「技能実習」で国内工場に受け
入れる場合、現地法人社員は雇用契約に基づいて技能等修得活動や修得した技能等を要する業務
に従事する活動を行うこととされている。そのため、現地法人社員受入にあたり雇用と離職に係る各種
社会保険関係はじめ社内外の手続きに膨大な手間と費用が生じており、受入側の負担が大きい。ま
た、最低賃金法が適用されるため、現地法人所在国（送出国）の賃金水準によっては、わが国で本人
に支払われる賃金との間に大幅な乖離が生じ、研修終了後は実質的な賃下げとなることから、現地法
人社員のモチベーションの低下やよりよい待遇の業種への転職を誘発し、継続雇用が困難となるケー
スも少なくない。
　一方、2009年の入管法の改正により、在留資格「研修」のうち実務研修を含む研修は、公的研修とし
て認められるものに限定されたため、民間企業は活用できず、「企業内転勤」では、わが国で行うこと
のできる活動内容は、「技術」「人文知識・国際業務」に相当する活動とされている。
　また、講習の期間・内容（技能実習１号の活動期間全体の1/6以上の期間を充てることを義務付け）
や技能実習期間（１号・２号期間を合わせて最長３年）についても、研修を効率的かつ柔軟に実施する
にとともに、より高度な技能を修得するには制限が多い。
　現地法人社員を対象としたわが国での研修は、現地法人の技術水準の一層の向上を図る取り組み
の一環であり、わが国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等といった研
修・技能実習制度本来の目的に合致するものである。わが国企業の海外生産拠点の新設・拡充が増
加傾向にある中、現地社員を受け入れ、わが国の生産拠点での実務研修により海外の生産拠点で必
要な技能を修得させる重要性はますます高まっている。

（一社）日
本経済団
体連合会

法務省、
厚生労働
省

【法務省】
在留資格「技能実習」について，実務を伴う研修を行う場合，原則として
雇用契約に基づき技能等の修得する活動を行うことを義務付け，技能
実習生が労働関係法令上の保護を受けられるよう措置されています。ま
た，技能実習期間は，技能実習１号及び技能実習２号の期間を合わせ
て最長３年となっています。
【厚生労働省】
　実務研修を含む研修は、国、地方公共団体の機関又は独立行政法人
が自ら実施する研修、独立行政法人国際協力機構の事業として行われ
る研修などの公的研修として認められる研修に限定されております。

対応不可

【法務省】
出入国管理及び難
民認定法第2条の2
第3項，第20条の2
第2項
出入国管理及び難
民認定法施行規則
第3条，別表第二
出入国管理及び難
民認定法第20条の
2第2項の基準を定
める省令第1条第
17号，第2条第28号
【厚生労働省】
○出入国管理及び
難民認定法第二条
の二第二項第七条
第一項、別表第一
○出入国管理及び
難民認定法第第七
条第一項第二号の
基準を定める省令
別表の「法別表第
一の四の表の研修
の項の下欄に掲げ
る活動」第五号

【法務省】
　平成２２年７月に新しい技能実習制度が施行され，技能実習生の法的保護や監理団体による
指導・監督体制の強化等が図られたものの，労働関係法令違反等の技能実習に係る不正行為
が依然として発生していること等から，まずはこのような現状を改善することが必要であると考え
ています。
　なお，法務省としては，各界からの御意見を踏まえつつ法務大臣の私的懇談会である「第６次
出入国管理政策懇談会」の下に設けられた分科会において，平成２５年１１月より，制度の見直
しについて検討を行っています。
【厚生労働省】
　実務研修については、在留資格「技能実習」により可能とされているところであり、平成22年7月
の改正入管法の施行により1年目から労働関係法令が適用されています。
　当該改正入管法の趣旨は、技能実習制度における従来の1年目の「研修」が実質的な低賃金
労働者として扱う等の問題が生じたため、１年目から労働関係法令を適用することとしたもので
す。
　ご提案については、従来の「技能実習制度」の1年目の「研修」において発生していた問題が再
び生じることになるため、、当該要望の受け入れは困難です。

10月17日 12月24日 1月17日

動産譲渡登記
制度・債権譲
渡登記制度の
見直し①

動産譲渡登記制度・債権譲渡登記制度について、指定登記所を各地方の主要都市に拡大する。特に
被災地の法務局について優先的に対応し、将来的には各都道府県の地方法務局での取扱いを可能と
する。
【提案理由】
現在は、東京法務局（中野）に取扱いが限定され、地方金融機関ではタイムリーな対応が困難である。
オンラインや郵送による申請も可能だが、実態は法務局に出向き担当者から不備の指摘を受けながら
申請書を作成することが多い。司法書士の出張費や郵送費等により、不動産登記に比べお客様の負
担が大きい。動産・債権譲渡登記が全国的に広まりつつあることを踏まえ、対抗要件具備の先後に関
するルール、全指定法務局の登記情報を一元管理する体制を整備し、指定法務局を拡大すべきであ
る。特に、東日本大震災で被災した企業に、動産・債権譲渡登記制度を利用した融資を行うことも想定
され、タイムリーな対応のためにも、被災地の法務局については優先した対応をお願いする。
所管官庁より、「相当額の経費を要することとなるため、現状においては困難」、「オンラインによる申請
については、より利用しやすい制度となるよう、引き続き検討」との回答があったが、地元の登記所に
出向き相談しながら手続きを進めたいとのニーズは根強いため、中長期的な課題として引き続き検討
いただきたい。なお、オンライン申請については、不動産登記と同様に添付書類の別送を認めるなど、
より使いやすい制度となるよう改善をお願いしたい。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

10月22日 12月24日 1月17日

動産譲渡登記
等を取り扱う
登記所の複数
化

動産担保融資促進の観点から、動産譲渡登記等を取り扱う登記所（現在、東京法務局のみ）を複数化
する。特に、復興支援の観点から、東北地区の対応を優先する。
【提案理由】
現在は、登記等の取扱いが東京法務局に限定されており、地域金融機関は迅速な対応が出来ない。
実務的には法務局で担当者から指導（不備の指摘等）を受けながら申請書を作成することが一般的で
あり、法務局へ出向いて手続きを行うニーズが高い。従って、取り扱う法務局の拡大を図っていただき
たい。日本再興戦略において、ABL等の融資手法の充実と利用促進を図ることとされていることから
も、取り扱う登記所の拡大を実現していただきたい。
特に、東日本大震災からの復興を目指す企業にとって、動産・債権譲渡登記制度を活用しやすくする
ためにも、被災地の法務局において手続きが行えるよう、優先した対応をお願いしたい。

一般社団
法人第二
地方銀行
協会
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動産譲渡登記
制度・債権譲
渡登記制度の
見直し②

動産譲渡登記制度・債権譲渡登記制度について、登記内容に変更や誤りがあった場合、順位（登記設
定の日時）を維持したままでの変更・更正登記や、登記申請段階で不備の指摘があった場合の即日補
正（受け付けられた状態での補正）の手続きを整備する。
【提案理由】
変更・更正登記については、現状は認められておらず再申請する必要があり、その間に他の登記や占
有改定に劣後してしまう恐れがある。商品名や保管場所の変更・追加、債権者の法人名変更など、担
保対象動産の範囲に関わらない登記事項（登記の同一性が維持される範囲に限る）については、変
更・更正理由を登記上明記することのルール化や異議申立て制度を整備し、変更・更正登記を可能と
すべきである。
即日補正についても現状は認められておらず、登記申請段階で不備が発見された場合、申請が却下
され、改めて書類を作成し、再申請する必要があり、その間に他の登記等に劣後してしまう可能性が
あるため、不動産登記と同様に可能とすべきである。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

法務省
動産譲渡登記制度及び債権譲渡登記制度においては，変更登記，更正
登記及び登記申請後の補正は認められていません。

検討を予
定

動産及び債権の
譲渡の対抗要件
に関する民法の
特例等に関する
法律

　動産譲渡登記及び債権譲渡登記における変更登記及び更正登記については，一旦登記によ
り対抗要件が生じた事項について，変更登記又は更正登記を可能とすると，既に生じている対
抗要件の先後関係や対抗要件の及ぶ動産又は債権の範囲等に影響を与えることになるため，
動産譲渡登記制度及び債権譲渡登記制度においては，変更登記及び更正登記は認められてい
ません。また，動産譲渡登記制度及び債権譲渡登記制度は，他の対抗要件制度と競合するもの
であることから，直ちに登記することを原則としているため，登記申請後の補正については認め
られていません。
　しかしながら，現在，法制審議会に民法（債権関係）部会が設置され，民法（債権関係）の改正
についての調査審議が重ねられており，債権譲渡の対抗要件制度の見直しの一つとして，登記
制度の在り方についても検討課題に挙げられていることから，本要望に係る見直しの要否につ
いては，法制審議会民法（債権関係）部会における審議の内容及び費用対効果等を考慮しなが
ら，今後検討することといたします。

動産及び債権の
譲渡の対抗要件
に関する民法の
特例等に関する
法律，
平成１７年法務省
告示第５０１号(動
産及び債権の譲
渡の対抗要件に
関する民法の特
例等に関する法
律第５条第１項の
規定による登記
所の指定に関す
る件）

　動産譲渡登記及び債権譲渡登記の登記所の拡大に当たっては，人的体制の整備，登記所の
回線の増強，機器の増設，システムの改修等に相当額の経費を要することとなるため，現状に
おいて，東京法務局以外の登記所にまで窓口を拡大することは困難となっています。
　なお，動産譲渡登記制度及び債権譲渡登記制度においては，申請人の利便性を考慮し，登記
申請の際に，申請人が登記所窓口に出向くことなく手続を行うことができるよう，送付又はオンラ
インによる申請も可能としているところです。オンラインによる申請については，より利用しやすい
制度となるよう，引き続き検討してまいります。

36 法務 法務省

　動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務をつかさどる登記所と
して，東京法務局が指定され，東京都中野区に所在する東京法務局民
事行政部動産登録課及び同債権登録課（以下「動産・債権登録課」とい
う。）において事務を取り扱っています。
　動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請は，登記所窓口及び送付（動
産・債権譲渡登記令（平成１０年政令第２９６号）第９条）のほか，オンラ
インによることが可能です（動産・債権譲渡登記規則（平成１０年法務省
令第３９号）第２４条第１項）。

検討を予
定



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

38 10月18日 12月24日 1月17日 法務

ＡＢＬの普及
促進に資する
動産・債権譲
渡登記制度及
び債権法の整
備

○動産・債権譲渡登記制度について、次の見直しを行っていただきたい。①個人を譲渡人とする動産・債権についても登記可能
とする。②現状、売掛債権等15種に限定されている「債権の特定方法」を柔軟化する。③登記後に動産の保管場所が変更され
た場合などに備え、変更・更正登記を可能とする。④被担保債権の譲渡に伴う随伴的な移転や代位弁済により、動産・債権の
譲受人たる地位が移転した場合、当初の登記に対する付記登記を認めるなど公示手段を設ける。⑤同日付で登記申請をした
複数の譲受人の間で順位登記をすることを可能とする。⑥譲渡登記費用の引下げ。（譲渡通知による対抗要件具備のコスト（郵
便費用1,250円～）並みの水準に。）⑦譲渡登記による第三者対抗要件の具備を、占有改定よりも優先させる。⑧ 動産・債権譲
渡登記の取扱い登記所（現状、国内1箇所）の増設。⑧休日における譲渡登記申請受理など、登記手続に要する時間を短縮
化。
○売掛債権等に係る債権譲渡禁止特約について、金融機関又はその子会社等への担保提供を目的とする債権譲渡を行う場
合は、譲渡禁止特約の効力を認めないようにしていただきたい。（ただし、債権譲渡禁止特約全般を制限するのではなく、預金
債権については現行の規律を維持すべき。）
【要望理由】

登記制度については上記の通り使い勝手の面で課題が多く、ＡＢＬ普及の妨げの一因となっているとの指摘もある。

保の適格性の問題が生じるため、希望どおりの金額の融資が受けられない、融資利率が高くなる、又は資金調達そのものを断
念せざるを得ない事例もある。

制度について、登記することができる債権譲渡の対象の拡張や債権の特定方法の見直し等を行い、債権譲渡の第三者対抗要
件具備方法を登記に一元化することが提案されている。

がある場合であっても、原則として譲渡の効力は妨げられない規律への見直しについて提案されている。（ただし、預金債権の
譲渡については、マネーローンダリング等の弊害も想定されることから、銀行界からは、これを適用対象外とすべきとの意見が
ある。）

は、ＡＢＬの普及に寄与し、中小企業等における資金調達環境の改善に資するものと考えられる。

都銀懇話
会

法務省

①動産譲渡登記制度及び債権譲渡登記制度は，企業の資金調達の円滑化を
図る目的として創設されたものであり，法人がする動産及び債権の譲渡を対象
としております。
②　債権の種類については，売掛債権等１４種の他，入力項目において「その
他の債権」を選択して特定することにより申請することが可能となっておりま
す。
③　変更・更正登記は認められておりません。
④　付記登記は認められておりません。
⑤　順位に関する登記は認められておりません。
⑥　譲渡登記に関する登録免許税は以下のとおりとなっております。
なお，以下の登録免許税の額は，租税特別措置法第８４条の４の規定により
軽減された額となっています。
動産譲渡登記１件につき，　７，５００円
債権譲渡登記１件につき，　７，５００円（債権個数が５，０００個以下の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　１５，０００円（債権個数が５，０００個を超える場合）
⑦　動産譲渡登記のされた譲渡が，先行してされた占有改定を原因とする担保
目的の譲渡に優先することとはされていません。
⑧　動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務をつかさどる登記所として，
東京法務局が指定され，東京法務局民事行政部動産登録課及び債権登録課
において事務を取り扱っています。
⑨　行政機関の休日においては，登記事務を取り扱っておりません。
○　譲渡禁止特約付債権の譲渡は，譲受人が悪意又は重過失である場合に
は，無効になると解されています。

検討を予
定

動産及び債権の
譲渡の対抗要件
に関する民法の
特例等に関する
法律

○動産・債権譲渡登記制度
①　動産譲渡登記制度及び債権譲渡登記制度において，法人がする動産及び債権の譲渡が対象とされているのは，企業の資金調
達の円滑化を図るとの制度目的を達するためです。また，動産の譲渡に関しては，仮に個人が行う動産の譲渡まで適用対象とした場
合に，個人事業者が，その資金調達に当たって，事業用資産以外の生活に必要な動産まで譲渡担保に供するよう債権者から強要さ
れる事態が生じることが懸念されたことも理由の１つです。
②　債権の種類については，入力項目において「その他の債権」を選択して特定することにより，どのような債権でも申請することが可
能となっております。
③　変更登記及び更正登記については，一旦登記により対抗要件が生じた事項について，変更登記又は更正登記を可能とすると，当
初譲渡の対象となっていなかった動産及び債権を譲渡対象であったとして対抗要件を事後的に付与させたり，当初譲渡の対象となっ
ていた動産及び債権を譲渡対象でなかったとして事後的に対抗要件を外させたりすることができるようになるため，動産譲渡登記制度
及び債権譲渡登記制度においては，変更登記及び更正登記は認められていません。
④⑤　付記登記及び順位の登記については，各動産及び債権の存在自体やその帰属を公示するいわゆる物的編成主義を取ってい
ないため，認められておりません。動産及び債権は，不動産と異なり，その数が無限大である上，その状態や内容等が様々であるた
め，仮に，物的編成主義を採用すると不動産のように，他の動産及び債権と明確に区別するためには，動産及び債権を客観的かつ厳
格に特定しなければならないとの困難な問題が生じ，登記制度が利用しにくくなるという不都合が生じます。
⑥　登録免許税の軽減措置により，登記制度の安定性・継続性を確保しております。
⑧⑨　動産譲渡登記及び債権譲渡登記の登記所及び執務日の拡大に当たっては，人的体制の整備，登記所の回線の増強，機器の
増設及びシステムの改修等に相当額の経費を要することとなるため，現状において，東京法務局以外の登記所の拡大及び行政機関
の休日における執務については困難となっております。
しかしながら，現在，法制審議会に民法（債権関係）部会が設置され，民法（債権関係）の改正についての調査審議が重ねられてお
り，債権譲渡の対抗要件制度の見直しの一つとして，登記制度の在り方についても検討課題に挙げられていることから，本要望に係
る見直しの要否については，法制審議会民法（債権関係）部会における審議の内容及び費用対効果等を考慮しながら，今後検討する
ことといたします。
なお，御要望の⑦動産譲渡登記への優先効の付与については，動産譲渡登記制度の立案段階においても最大の論点として精力的
に検討されましたが，対抗要件相互間の優先決定基準を錯綜させる，制度の濫用が頻発しかねないなどの問題点があることから，導
入は相当でないとされたところであり，対応することは困難です。

○債権譲渡禁止特約の効力
法制審議会民法（債権関係）部会において決定された「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」（平成２５年２月決定）の中では，
譲渡禁止特約の効力を制限し，特約付きの債権の譲渡も有効としつつ，悪意又は重過失の譲受人に対しては，譲渡人に対する弁済
等の効力を主張することができるとした上で，譲渡人について破産手続開始の決定があったときなど一定の事由が生じたときには，譲
受人が特約について悪意又は重過失であったとしても，直接債務者から取り立てることができることとする考え方が取り上げられてい
ます。同部会では，平成２７年通常国会に法案を提出することを目標として，調査審議を継続しています。

39 10月18日 12月24日 1月17日 法務

サービサーが
取扱い可能な
「特定金銭債
権」の範囲の
拡大

サービサーが取扱可能である「特定金銭債権」の範囲拡大（手形割引に基づく手形買戻請求権、各種
手数料債権、貸付契約に付随して締結された金融デリバティブ取引契約に基づく債権等）。
【要望理由】

業界・サービサー業界双方の活性化に繋がる。

都銀懇話
会

法務省
債権回収会社の取り扱うことのできる対象債権は，一定の範囲内に限
定され，「特定金銭債権」と定義されています。

検討を予
定

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条第１項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条，第３条

　手形買戻請求権を特定金銭債権に含める旨のサービサー法一部改正法案（議員立法）が第
116回国会に提出され，継続審議とされていたが，平成21年7月21日の衆議院解散により廃案と
なったことから，先の法案が提出された経緯を踏まえ，各種手数料債権等の取扱いを含めた今
後の対応について，関係機関等と調整を行って参りたいと考えています。

40 10月18日 12月24日 1月17日 法務
ファクタリング
業務に係る規
制緩和

債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）第2条に定める「特定金銭債権」 （15号のファク
タリング債権関係等）に、保証ファクタリング業務の保証履行債権を加える。
【要望理由】

連ファクタリング会社を通じて提供されており、近年においては、一括決済方式などを通じて、喫緊の
課題である中小企業金融の円滑化にも貢献している。

ファクタリング会社の保証サービス業務が拡大し、更なる中小企業金融の円滑化に資するとともに、中
小企業の回収業務の効率化（回収業務のアウトソーシング）が一層促進される。

都銀懇話
会

法務省
　債権回収会社の取り扱うことのできる対象債権は，一定の範囲内に限
定され，「特定金銭債権」と定義されています。

検討を予
定

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条第１項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条，第３条

　保証ファクタリング業務の保証履行債権を特定金銭債権に含める旨のサービサー法一部改正
法案（議員立法）が第166回国会に提出され，継続審議とされていたが，平成21年７月21日の衆
議院解散により廃案となったことから，先の法案が提出された経緯を踏まえ，今後の対応につい
て，関係機関等と調整を行って参りたいと考えています。

41 10月18日 12月24日 1月17日 法務
債権回収会社
の社名表記規
制の緩和

一定要件を満たす債権回収会社については、商号中に債権回収という文字を用いることを必須としな
い措置を要望する。
【要望理由】
本法の立法趣旨は、「不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を
法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり、暴力団等反社会
的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、
債権回収過程の適正を確保しようとするもの」とされる。立法当時の金融環境にあっては、「不良債権
処理」に射程があったが、昨今においては、金融円滑化への取り組み等も含め、正常債権の段階から
不良債権処理までを、債権回収会社が一貫して受託する形態にも合理性が認められる。しかしなが
ら、現行法制下での顧客側の受け止めとして、正常債権の段階において、「債権回収」を称する会社と
接触することへの抵抗感・不信感を抱くケースが少なからず認められ、潜在的トラブルリスクを内包して
いると言える。拠って、例えば、適切な外部委託管理態勢の構築された金融機関等から委託された債
権回収のみを受託業務とする債権回収会社等、債務者保護のための一定要件を充足する債権回収
会社においては、例外的に「債権回収」の文字の使用を要しないこととする措置が、本邦金融取引の
健全な発展に資するものと考える。

都銀懇話
会

法務省
　債権回収会社は，その商号中に，「債権回収」という文字を用いなけれ
ばならない旨が規定されています。

対応不可

債権管理回収業
に関する特別措
置法第１３条第１
項

　サービサーの商号中に債権回収という文字を用いなければならないとするサービサー法第13
条第1項の趣旨は，弁護士法の特例（サービサー法第1条）として特定金銭債権の管理回収を行
うことを認められた許可業者とそうでないものの識別を容易にし，国民が不測の損害を被ること
を防止するため，サービサー法に基づく債権回収業の許可を受けた者であることを商号上明白
にすることにあります。たとえ適切な外部委託管理態勢の構築された金融機関等から委託され
た債権回収のみを受託業務とする債権回収会社等であっても，この趣旨は妥当することから，
債権回収の文字の使用を要しないとすることについては，極めて慎重な検討が必要です。

42 10月22日 12月24日 1月17日 法務
動産譲渡登記
の公示性の強
化

動産譲渡登記が、占有改定による譲渡担保に優先するよう制度改正する。
【提案理由】
担保権設定時に占有改定による譲渡担保権の有無を完全に確認することが困難であることから、地
域金融機関の動産担保融資取組みを推進する観点から、動産譲渡登記を優先するよう手当てしてい
ただきたい。

一般社団
法人第二
地方銀行
協会

法務省
動産譲渡登記のされた譲渡が，先行してされた占有改定を原因とする
担保目的の譲渡に優先することとはされていません。

対応不可

動産及び債権の
譲渡の対抗要件
に関する民法の
特例等に関する
法律

動産譲渡登記への優先効の付与は，動産譲渡登記制度の立案段階においても最大の論点とし
て精力的に検討されましたが，対抗要件相互間の優先決定基準を錯綜させる，制度の濫用が頻
発しかねないなどの問題点があることから，導入は相当でないとされたところです。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

43 10月25日 12月24日 1月17日 法務

裁判外紛争解
決手続の利用
の促進に関す
る法律に、「認
証証明書」発
行の権限を与
えて頂きた
い。

認証機関に変更が生じ、変更後の内容について確認・証明が必要な場合について

提案理由
各種登録許可認可においては、その許可等を持つ証明として、「許可証」「通知書」が発行される。ま
た、変更が生じた場合には、許可証については再発行（書き換え）、通知書においては「証明書」の発
行がなされるケースが多々見受けられる。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律においては、「認証通知書」が発行されるが、法に寄
る規定がないため、変更が生じた場合においても「証明書」は発行されない。
認証を受けた法人においては、代表者並びに住所の変更は当然に起こりうる。
当該法人が認証を得ていると公的に周知させるために、通知書と変更履歴が分かる登記簿謄本等を
併用することが考えられうるが利便的ではない。また、解決サポート（ＨＰ）に変更後の内容が掲載され
るとしても、全ての者がＨＰの閲覧環境になく、また、日本語記載しかない。認証機関利用者が、認証
機関につき公的な証明を求めることは希ではない。

個人 法務省

  法務大臣は，裁判外紛争解決手続の促進に関する法律（平成１６年法
律第１５１号。以下「ＡＤＲ法」といいます。）第５条の認証をしたときは，
認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所を官報で公示（ＡＤＲ法
第１１条第１項）するとともに，「認証通知書」を当該事業者に交付してお
り，ＡＤＲ法第１２条の変更の認証についてもこれと同様です（ＡＤＲ法第
１２条第４項，第１１条第１項）。
   また，認証紛争解決事業者の氏名若しくは名称又は住所等の変更が
あったときは，事業者に届出が義務付けられており，一定の事項の届出
については，その旨を官報で公示しています（ＡＤＲ法第１３条第１項，第
２項）。
   さらに，法務省では，広く情報提供を行うため，ＡＤＲ法第３１条に基づ
き，認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所等をインターネットで
公表しており，変更があった場合は随時反映しています。
   なお，認証紛争解決事業者は，利用者に適正な情報を提供するた
め，事務所において見やすいように認証紛争解決事業者である旨等を
掲示しなければならないとされ（ＡＤＲ法第１１条第２項），また，認証紛
争解決事業者でない者は，認証紛争解決事業者であると誤認されるお
それのある名称の使用や表示が禁じられており，その違反には罰則が
定められています（ＡＤＲ法第１１条第３項，第３２条第３項第２号）。

対応不可

裁判外紛争解決
手続の利用の促
進に関する法律
（平成１６年１２月
１日法律第１５１
号）

   ＡＤＲ法は，認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法の変更については原則として
法務大臣の変更の認証を受けなければならないとするとともに，軽微な変更等については届出
で足りるとしているところ，その趣旨は，認証を受けるための要件の具備が問題となる事項が変
更される場合，これを利用する国民にとって重要な影響を及ぼす可能性があることから，改めて
変更の認証を受けるべきものとするとともに，そのような程度に至らない一定の事由について
は，その性質及び事務処理の効率化の必要性を勘案して，届出で足りるとしたものです。
   御提案の代表者や住所の変更については，いずれも届出事項とされており，住所変更につい
ては変更の内容を含めて官報で公示しているほか，いずれについてもインターネットの公表内容
を随時変更しており，また，電話等でのお問い合わせがあれば法務省においてもお答えいたしま
すが，さらに，ＡＤＲ法に「認証証明書」発行の権限を定めるか否かについては，その必要性の有
無も含めて慎重な検討が必要です。

44 10月29日 12月24日 1月17日 法務

太陽光発電設
備設置の屋根
又は屋上につ
いての賃借権
の設定

屋根又は屋上を借りて太陽光発電設備を設置する場合、現行法では20年間の発電事業を担保するこ
とができない。
民法第605条では、賃借権を登記した場合に賃借権の対抗力を認めているが、不動産登記令第20条
第4項において、「申請が一個の不動産の一部についての登記を目的とする場合は登記申請を却下す
べきもの」とされており、屋根又は屋上において法的に20年間の発電事業を担保することができない。
そのため、不動産登記令第20条第4項を改正し、太陽光発電設備設置の屋根又は屋上についても賃
借権を設定できるようにする。

民間企業 法務省
　建物の一部分に過ぎない屋根または屋上について，賃貸借をすること
はできますが，対抗力を具備することはできません。

対応不可
民法第６０５条，
不動産登記令第
２０条第４項

　御提案内容にある不動産登記令の規定は，単なる登記の手続規定に過ぎず，そもそもそのよ
うな賃借権の登記の設定ができないことから，申請の却下事由として定めているものであるた
め，同令の改正により，不動産の一部にすぎない屋根又は屋上の賃借権に対抗力を具備するこ
とは困難と考えられます。

45 10月29日 12月24日 1月17日 法務

土地建物売買
時における屋
根又は屋上で
の２０年間の
太陽光発電事
業の担保

屋根又は屋上で２０年間の固定買取制度に基づき太陽光発電事業を行っている時に、土地及び建物
の売買を行った場合、屋根又は屋上の賃貸契約が引き継がれない。また、建物所有者が倒産し管財
人から撤去命令が出た場合、発電事業は対抗要件を持たない。
その結果、２０年間の長期にわたる事業継続が担保されない。
借地借家法第３１条第１項では建物には該当しないため、民法第６０５条の例外規定を定めた特別法
の制定等で対応願いたい。

民間企業 法務省
建物の一部分にすぎない屋根又は屋上について，賃貸借をすることは
できますが，対抗力を具備することはできません。

対応不可
民法第６０５条，
借地借家法第３１
条第１項

不動産の一部分にすぎない屋根又は屋上の賃借権に対抗力を認めると建物の円滑な取引に支
障を生ずるおそれがあることから，慎重な検討が必要であると考えられます。

46 10月30日 12月24日 1月17日 法務

再生可能エネ
ルギー  土地
利用期間賃借
権

○	再生可能エネルギー事業向けの土地の賃貸借契約を、20年を超えて締結できるように特例を設け
る
・	再生可能エネルギー事業向けの土地を賃貸借で調達する場合、民法604条の最長20年の上限を超
えて賃貸借の期間が設定できるように特例を設ける
・	ソーラーパネルは建物として登記上取り扱われておらず（不動産登記実務取扱手続準則の実務）、借
地借家法の適用を受けない。このため、民法604条の規定により賃貸借の最少期間が20年となる。
・	一方、再生可能エネルギー電気の調達期間は20年である（平成24年度）。発電所としての稼働期間
が20年とすれば、設置期間や撤去期間を含めると賃貸借の期間は20年を超えることになる。
・	地上権では20年の上限はないが、土地所有者が地上権の設定に応じることは賃借権に比べて難し
い
∴	ソーラーパネルを建物として取り扱うように不動産登記実務取扱手続準則の改訂を要望します。
∴	あるいは、再生可能エネルギー事業のソーラーパネルについて、民法604条の上限を超えて、設置
期間と撤去期間も含めて賃貸借の最長期間とする特例の設置を要望します。

民間企業 法務省
　賃貸借の存続期間は最大で２０年間とされています。
　ソーラーパネルを建物として取り扱うことはできません。

検討に着
手

民法第６０４条，
不動産登記事務
取扱手続準則第
７７条

　ソーラーパネルに限りませんが、法制審議会（民法（債権関係））改正部会）において、２０年間
の賃貸借の存続期間を撤廃することが検討されております。
　なお，御提案内容にある不動産登記実務取扱手続準則の改正については，ソーラーパネルは
一般的に建物に該当しないため，困難と考えられます。

47 10月30日 12月24日 1月17日 法務
再生可能エネ
ルギー　借地
権登記

○	再生可能エネルギー事業向けの土地の賃貸借契約に基づき、事業用地に借地権を設定できるよう
に特例を設ける
・	再生可能エネルギー事業向けの土地を賃貸借で調達する場合、事業用地に借地権を設定できるよう
に特例を設ける
・	ソーラーパネルは建物として登記上取り扱われておらず（不動産登記実務取扱手続準則の実務）、借
地借家法第10条の適用を受けない。このため、賃借人単独では借地権の登記ができない。
・	かりにソーラーパネルが建物として取り扱われ登記できるとしても、事業地内だがパネルが設置され
ない筆には建物の登記による対抗力の範囲から外れる
・	土地所有者が土地への賃借権の登記に応じない場合には、太陽光発電の運営者として借地人は不
安定な地位におかれ、金融機関からの融資や出資に支障をきたす可能性がある
∴	ソーラーパネルを建物として取り扱うように不動産登記実務取扱手続準則の改訂し、ソーラーパネ
ルの登記によってその敷地の賃借権の対抗力を付与する、特例の設定を要望します。
∴	ソーラーパネルが建物として取り扱われ登記できるとしても、パネルが設置されない同一事業地の
同一賃借人の筆にも、建物の登記による対抗力の範囲に含める特例を要望します。

民間企業 法務省

　建物の所有を目的とする借地権は，その登記がなくても，土地の上に
借地権者が登記されている建物を所有するときは，これをもって第三者
に対抗することができることとされています。
　ソーラーパネルを建物として取り扱うことはできません。

対応不可

借地借家法第10
条，不動産登記
事務取扱手続準
則第７７条

借地借家法は，建物を建てるための土地の利用の安定を図ることを目的としている法律である
ことから，一般的に建物に該当しないソーラーパネルを設置するための借地権について，建物所
有目的の借地権と同等の保護を与えるべきかどうかについては慎重な検討が必要であると考え
られます。また，借地借家法は，建物所有目的の借地関係全般に適用される一般的な法律であ
ることから，「再生可能エネルギー事業向けの土地の賃貸借契約」といった特定の事業について
特例を設けることは困難です。
　なお，御提案内容にある不動産登記実務取扱手続準則の改正については，ソーラーパネルは
上記のとおり一般的に建物に該当しないため，困難と考えられます。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。
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48 10月30日 12月24日 1月17日 法務

再生可能エネ
ルギー / プロ
ジェクトファイ
ナンス -- 契
約への担保権
設定

○	太陽光発電設備への集合動産譲渡担保と工場財団抵当の設定が可能であることを、登記実務を明
記する
・	太陽光発電設備への集合動産譲渡担保と工場財団抵当の設定が可能であることを、登記実務を明
記する
・	東京法務局への照会では、太陽光発電設備に対して、集合動産譲渡担保と工場財団抵当の設定が
可能ということであるが、すべての法務局（支所を含む）でこれが可能かは不明である。
∴	大規模なソーラーパネルを建設できるのは地方部であることを考えて、日本全国の法務局が認識で
きるようにするために、太陽光発電設備に対して、集合動産譲渡担保と工場財団抵当の設定が可能と
いうことであることを登記実務に明記することを要望します。

民間企業 法務省

　動産譲渡登記制度は，法人がする動産の譲渡について，登記によって
第三者対抗要件を備えることを可能とする制度であり，太陽光発電設備
を譲渡の対象となる動産として登記をすることは可能となっています。
　工場財団とは，工場の組成物件をもって財団を組成し，当該財団を一
つの不動産とみなして抵当権の目的とするものであるところ，工場抵当
法等の法令の定めるところにより営業のために電気を供給する目的の
太陽光発電設備は，敷地に対する権利と一括して抵当権の登記をする
ことができます。

その他

動産及び債権の
譲渡の対抗要件
に関する民法の
特例等に関する
法律
工場抵当法
工場抵当登記規
則

　動産譲渡担保については，動産譲渡登記に関する事務をつかさどる登記所として，東京法務
局が指定され，東京法務局民事行政部動産登録課において事務を取り扱っています。法務省
ホームページにおいて，太陽光発電設備による動産譲渡登記の記録例を掲載しているところで
あり，更なる周知を図ってまいります。
　御指摘の「登記実務に明記する」との趣旨が必ずしも明らかではありませんが，制度の現状で
回答したとおり，工場抵当法等の法令の定めるところにより，太陽光発電設備を工場財団として
抵当権の登記ができることは明らかであると考えられることから，各別に制度の周知を行う必要
はありません。

49 10月31日 12月24日 1月17日 法務
会社法におけ
る自己株式処
分手続の緩和

【具体的内容】
「提案理由」において詳述するASR（Accelerated Share Repurchase）のような自己株式取得プロセスの下での自己株式処分に
ついては、募集株式の募集を行うなどの会社法の手続を不要としていただきたい。
【提案理由】
株式会社が保有する株式については、募集株式の募集を行うなど会社法の手続に基づいて処分しなければならないとされてい
る（会社法199条1項）。
株式会社が自己株式を対象とする現物決済のデリバティブを行い、決済時点で自己株式を交付することとなる場合、当該自己
株式の交付は自己株式の処分として、新株発行と同様の手続が必要になることから、このような取引は行われていない。
一方、米国においては、企業が自己株式取得を行う場合に、市場における自己株式の取得と並んで、ASR（Accelerated Share
Repurchase）というスキームが多くの企業に採用されている。ASRは、以下の３つの取引から構成されている。
①自己株式取得取引
企業が自己株式を取得するに当り、証券会社が自己株式取得を行う企業の株式を貸株市場から入手して、当該企業に売却。
②ショート・カバー
証券会社は、当該企業株式のショート・ポジションを解消することを目的として、市場から当該株式を買付けた後に、借り入れた
株式を返却。
③調整取引
証券会社による当該企業株式の平均買付価格が、企業による自己株式取得価格を上回るときは、企業がその差額を金銭また
は自己株式で証券会社に交付し、平均買付価格が、企業による自己株式取得価格を下回るときは、企業がその差額を金銭ま
たは自社の株式で証券会社から受け取り。米国企業は、ASRを活用することによって、大量の自己株式を上記の自己株式取得
取引が行われる1日で実施することが可能になり、自己株式取得のアナウンスメント効果を高め、株主への利益還元を迅速に
行うことが可能となっている。これに対して、日本企業は、上記の調整取引を行うためには、企業が自己株式を証券会社に交付
する場合には、新株発行と同様の手続が必要となり、企業が自社の株式を証券会社から受け取る場合には、特定の株主から
の相対取引による自己株式の有償取得に該当し、株主総会の特別決議が必要となるため、このような調整取引を要するASRを
実施することができず、採り得る資本政策が制約を受けるという観点からは、米国企業に対して競争条件でハンデを負ってい
る。したがって、日米における競争条件を可及的に同じくするべく、特定の株主からの自己株式の取得手続の緩和（一昨年の規
制緩和要望において要望済み。）は難しいとしても、せめてASRのような自己株式取得プロセスの下での自己株式処分について
は、募集株式の募集を行うなどの会社法の手続を不要とすべきである。

日本証券
業協会

法務省
株式会社が保有する自己株式については，株式の発行と同様の手続を
経て処分することが必要とされています。

対応不可
会社法第１９９条
第１項

　一定の自己株式の処分につき会社法所定の手続を不要とすることの是非については，自己株
式の処分につき会社法所定の手続が必要とされている趣旨に照らして，慎重に検討する必要が
あります。

50 10月31日 12月24日 1月17日 法務

太陽光発電事
業における屋
根・屋上の賃
借に係る登記
制度の整備

太陽光発電事業における屋根・屋上の賃借に係る登記制度を整備いただきたい。
【提案理由】
太陽光発電事業は、土地を賃借して設置するケースに加えて、事業者が他の事業者等の屋根・屋上を
賃借して設備を設置しようとすることも想定されるものの、現状では建物の一部である屋根の賃借権に
ついては登記ができないこととなっているため、発電事業者にとっては屋根を借りる権利が担保されな
い。
屋根の所有者と発電事業者との賃貸借契約が成立しても、当事者間での有効性しか持たないため、
建物の所有権が第三者へ移転した場合に対抗できないおそれがある。
このため、太陽光パネルの設置は、官公庁の建物を利用する場合等に制限されているのが現状であ
る。
【現行規制の概要】
不動産の一部についての登記はできない。

一般社団
法人第二
地方銀行
協会

法務省 　建物の一部分にすぎない屋根又は屋上について，賃貸借をすることは
できますが，対抗力を具備することはできません。

対応不可
民法第６０５条，
不動産登記令第
２０条第４項

　御提案の内容については，不動産の一部分にすぎない屋根又は屋上の賃借権に対抗力を認
めると建物の円滑な取引に支障を生ずるおそれがあることから，慎重な検討が必要であると考
えられます。

51 10月31日 12月24日 1月17日 法務

借地借家法に
おける正当事
由制度の見直
しについて

【内容】
○建物の賃貸人が更新拒絶・解約申し入れを行う場合の正当事由を拡大し、下記2点についても認め
ること。
①改正耐震改修促進法で定められる「要緊急大規模建築物」であって、耐震診断の結果、現行の耐震
基準を満たしていないと判断される場合。
②東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例で定められる「沿道建築物」及び
「特定沿道建築物」であって、耐震診断の結果、現行の耐震基準を満たしていないと判断される場合｡

【提案理由】
○大規模災害に備えた防災のために建物の建替えは喫緊の課題であるが、借地借家法が阻害要因
となっている。

公益社団
法人リー
ス事業協
会

法務省

　賃貸人が更新可能な借家契約について契約の終了を主張して賃借人
に明渡しを求めるには，賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする
事情のほか，建物の賃貸借に関する従前の経緯，建物の利用状況及
び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は
建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨
の申出をした場合におけるその申出を考慮して，正当の事由があると認
められる場合でなければならないものとされています。

現行制度
下で対応
可能

借地借家法第２６
条，第２８条

現行の借地借家法のもとでも，耐震性の不足等を理由とした建替えの必要性等については，正
当事由の有無を判断するに当たって個々の具体的事例に即して適切に考慮されているものと考
えています。
なお，耐震基準を満たしていないとの判断がされたことのみをもって直ちに正当事由が認められ
るとすることは，借地借家法上の正当事由制度は，賃貸人と賃借人との間における適切な利害
調整を図るものであることからすると，慎重に検討する必要があると考えております。

52 10月31日 12月24日 1月17日 法務

在外公館での
査証申請手続
きの改善に係
る要望・提言

在中国、在フィリピン大使館・領事館において、ほぼ全件の査証申請につき現地の指定代理機関を通
じて有償にて行わせしめている状況を解き、申請人本人による申請及び行政書士による代理申請を認
めるべきである。
あわせて、現地指定代理機関の指定基準及び申請人が負担する手数料等を公開すべきである。
在中国、在フィリピン大使館・領事館において、一部の例外事案を除き、ほぼ全件の査証申請につい
て、現地の指定代理機関を通じて、有償にて行わせしめ、申請人本人や行政書士による代理申請を認
めていない。しかし、有償の指定代理機関を利用するか、申請者が自ら行うか、行政書士による代理
申請によるかの選択は申請者本人に委ねるべきである。
仮に、混雑緩和、治安上の問題の克服という理由から指定代理機関制度を是認するとしても、その理
由をもって、行政書士による代理申請を否定する根拠とはならない。
また、現地指定代理機関の指定基準も明らかにされておらず、申請人本人から徴収する手数料も明示
されていないのが現状である。
したがって、提案の具体的内容のとおり改善を求めるものである。

日本行政
書士会連
合会

外務省

在中国公館及び在フィリピン大使館における査証申請については、外
交・公用案件及び緊急人道案件等の一部例外を除き、原則、代理申請
機関を通じて申請していただいております。中国やフィリピンといった査
証発給が多い大使館・総領事館において、領事窓口の混雑緩和及び処
理期間の短縮、保安上のの観点から、登録された代理申請機関からの
申請を受け付けております。

対応不可 外務省設置法

在中国公館や在フィリピン大使館といった査証発給が多い大使館・総領事館においては、領事
窓口の混雑緩和及び処理期間の短縮、保安上の観点から、登録された代理申請機関からの申
請を受け付けております。
代理申請機関は複数社あり、申請者がどの機関を選定するかは自由となっております。また、代
理申請機関が申請人から徴収する手数料については、当該機関のHP又は直接問い合わせてい
ただくことにより知ることが可能となっております。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。
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53 11月18日 1月10日 2月7日 法務
所在不明株主
の株式売却

【提案の具体的内容】
１）「通知又は催告」「剰余金の受領」に関する要件において、「５年間」との要件があるが、定款で定め
ることを条件に、この期間を短縮することを可能とすべきである。
２）株式を競売又は売却した後の代金に関し、会社へ請求できる期間を定款の定めにより短縮すること
を可能とすべきである。
【提案理由】会社法の施行に伴い、「所在不明株主の株式売却」が可能となり、一定の株主管理事務
手続きの合理化が図られた。しかしながら、実際の手続きでは煩雑さが伴うため、さらなる株式事務の
合理化のために上記の２点を提案する。

公益社団
法人関西
経済連合
会

法務省

【提案の具体的内容】１）について
　株式会社は，次のいずれにも該当する株式を競売又は売却すること
ができるとされています。
①　その株式の株主に対してする通知又は催告が５年以上継続して到
達しないことなどの事由があるため，当該株主に対して通知又は催告を
することを要しないもの
②　その株式の株主が継続して５年間剰余金の配当を受領しなかったも
の

【提案の具体的内容】２）について
　上記１）により所在不明株主の株式を競売又は売却した場合に所在不
明株主であった者が有することになる代金交付請求権の消滅時効期間
は，１０年とされています。

対応不可

【提案の具体的内
容】１）について
　会社法第１９７
条

【提案の具体的内
容】２）について
　民法第１６７条
第１項

【提案の具体的内容】１）について
　所在不明株主の株式を競売又は売却するための要件である左記①及び②の「５年」という期間
を定款で短縮することができるようにすることの是非については，会社法第１９７条の規定による
株式の競売又は売却は，所在不明株主の意思にかかわらず行うことができるものであることに
照らして，慎重に検討する必要があります。

【提案の具体的内容】２）について
　所在不明株主の株式を競売又は売却した場合に，所在不明株主であった者が有することとな
る代金交付請求権の消滅時効期間を定款で短縮することができるようにすることの是非につい
ては，これが消滅時効にかからないとされている株式に係る代金交付請求権であることに照らし
て，慎重に検討する必要があります。

54 11月18日 1月10日 2月7日 法務
事後設立の廃
止

【提案の具体的内容】事後設立に係る株主総会決議の要件緩和又は廃止とすべきである。
【提案理由】会社新設時に、業務スピードの迅速化を保つため。

公益社団
法人関西
経済連合
会

法務省

　株式会社は，当該株式会社の成立後２年以内にその成立前から存在
する財産であってその事業のために継続して使用するものを取得する
場合には，効力発生日の前日までに，株主総会の特別決議によって，
当該取得に係る契約の承認を受けなければならないとされています。

対応不可
会社法第４６７条
第１項第５号

　事後設立につき会社法所定の手続を緩和又は廃止とすることの是非については，事後設立に
つき会社法所定の手続が必要とされている趣旨に照らして，慎重に検討する必要があります。

55 11月18日 1月10日 2月7日 法務
借地借家法の
正当事由

【提案の具体的内容】借地借家法の更新拒絶・解約事由に「耐震性」や「区分所有法による建替え」を
明文化するべきである。

【提案理由】大規模災害への予防が求められており、新たな街づくりの実施を迅速に行うことができる
ため。

公益社団
法人関西
経済連合

会

法務省

　賃貸人が更新可能な借家契約について契約の終了を主張して賃借人
に明渡しを求めるには，賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする
事情のほか，建物の賃貸借に関する従前の経緯，建物の利用状況及
び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は
建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨
の申出をした場合におけるその申出を考慮して，正当の事由があると認
められる場合でなければならないものとされています。

現行制度
下で対応
可能

借地借家法第２６
条，第２８条

現行の借地借家法のもとでも，耐震性の不足等を理由とした建替えの必要性等については，正
当事由の有無を判断するに当たって個々の具体的事例に即して適切に考慮されているものと考
えています。
なお，耐震性の不足等を理由とした建替えの必要性等があることのみをもって直ちに正当事由
が認められるとすることは，借地借家法上の正当事由制度が賃貸人と賃借人との間における適
切な利害調整を図るものであることからすると，慎重に検討する必要があると考えております。

56 10月13日 12月6日 3月5日 法務

士業「法人」の
「無限責任」制
度を「有限責
任」制度に改
革する

１　士業「法人」の「有限責任」制度への改革提案
　　国政や国民（市民、企業、各種団体など）生活に貢献する士業制度（無限責任）の中で、組織的に
大きな事業活動を行う為に必要な法人格の「士業法人」（複数の士業）が、「無限責任」であるのを「有
限責任」制度にして、「士業の法人化」を促進する。
２　現状の「士業法人」制度
　　各士業は、夫々個別の法律により、「一人士」及び「士業法人」に「無限責任」を負わせている。
３　現状の「士業法人」制度の問題点
　　複数の「士」で構成する「士業法人」が、リスクの高い「無限責任」を負うため、「一人士」は容易に参
加出来ず、「士業の法人化」が図られていない。
４　現状の規制・制度の改善の必要性・根拠
　　士業を「法人化」させて、組織的に国政や国民（市民、企業、各種団体など）生活に大きく貢献させ
るなど活用すべきである。
５　どの様な規制・制度に変えれば良いのか
　「士業法人」を「有限責任」にし、その変わり賠償責任保険強制加入制度を設けて責任を担保させる。
６　改革でどのように変わるのか（メリット）
　「士業法人」を「有限責任」制度に改革することで、「士業の法人化」が飛躍的に促進され、組織的に
国政や国民（市民、企業、各種団体など）生活に大きく貢献させることが期待出来、国政や国民に大き
なメリット生ずる。
７　補足説明
（１）「士業」とは、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁理士、公認会計士、税理士、土
地家屋調査士、海事代理士、建築士など
（２）「法人」の「有限責任」制度を採用しているものに、有限責任会計監査法人、会社法の株式会社・
有限会社など、協同組合、有限責任事業組合など

銀座公正
取引コン
サル株式
会社

金融庁、
総務省、
法務省、
厚生労働
省、経済
産業省、
国土交通
省

【金融庁】
平成19年の公認会計士法改正によって、監査法人は有限責任の形態により登録することのできる制度が導入さ
れています。
【総務省】
　行政書士法の社員の責任については、行政書士法第13条の21第1項の規定により、会社法第580条第1項の規
定が準用され、同項の規定により、行政書士法人の社員は無限責任とされています。
【法務省】
（弁護士法人について）
・弁護士は，弁護士業務（当時者その他関係人の依頼又は官公署の委託によってする訴訟事件及び審査請求，
異議申立て）を行うことを目的とする法人を設立することができる。
・弁護士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは，各社員は，連帯してその弁済の責めに任
ずる。なお，弁護士法人に対する強制執行がその効を奏しなかったときも同様とする。
（司法書士法人・土地家屋調査士法人について）
　国民の利便性の向上を図るため，複数の司法書士又は土地家屋調査士（以下「司法書士等」といいます。）が結
集して事務所を法人化することが認められています。
　司法書士法人又は土地家屋調査士法人は，司法書士等のみが社員となり司法書士等の業務を行う法人である
ので，その社員の人的信用を基礎としています。そのため，社員である司法書士等は，法人の債務について補充
的に連帯して無限責任を負うこととされています。
【厚生労働省】
社会保険労務士法人は、社会保険労務士法（昭和43年法律第89号）第25条の６において、「社会保険労務士が
共同して設立した法人」と規定されており、同法第25条の15の３第１項では、社会保険労務士法人の財産をもって
その債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負うこととされています。
【経済産業省】
　弁理士法において、特許業務法人は、原則として各社員が連帯してその弁済の責任を負うこととされています
（無限連帯責任）。
　もっとも、特定事件について社員を指定した場合には、当該指定社員のみが無限連帯責任を負うこととすること
ができます（指定社員制度）。
【国土交通省】
（海事代理士）
海事代理士は、海事代理士となる資格を有する者が、他人の委託により、海事関連の法令の規定に基づく申請、
届け出等の手続きをし、及びこれらの手続きに関し書類の作成をすることを業としております。
（建築士）
建築士法において、建築士が他人の求めに応じて報酬を得て建築士としての業を行う場合には、建築士事務所
登録しなければなりません。登録については、個人であっても法人であっても登録が可能です。
また、建築士法において、士業法人に係る規定はありません。

【金融庁】現
行制度下で
対応可能
【総務省】
対応不可
【法務省】
（弁護士法人
について）
対応不可
（司法書士法
人・土地家屋
調査士法人
について）
対応不可
【厚生労働
省】
検討を予定
【経済産業
省】
その他
【国土交通
省】
（海事代理
士）
事実誤認
（建築士）
対応不可

【金融庁】
公認会計士法
（関係条項は右記を参
照してください。）【総
務省】
行政書士法
【法務省】
（弁護士法人につい
て）
弁護士法第30条の2，
第30条の15
（司法書士法人・土地
家屋調査士法人につ
いて）
司法書士法第３８条
土地家屋調査士法第
３５条の３
【厚生労働省】
社会保険労務士法第
25条の15の３
【経済産業省】
弁理士法
【国土交通省】
（海事代理士）
海事代理士法第1条、
第2条
（建築士）
建築士法第23条、第
23条の２

【金融庁】
　有限責任監査法人の制度の概要は以下のとおりです。

　有限責任監査法人は内閣総理大臣への登録制となっており（法第34条の24）、社員はその出資の価額を限度として、法人の債務を弁済する責任を負っています（法第34条
の10の６第７項）。
　ただし、法人が負担することとなった債務について、当該法人の財産をもって完済することができない時は、指定された社員が連帯してその弁済に係る無限責任を負うことに

なります（法34条の10の６第８項）。
【総務省】
　行政書士法人は、行政書士のみが社員となり行政書士業務を行う法人であり、社員の人的信用に基礎が置かれていることから、行政書士法人の債務については社員であ
る行政書士が連帯無限責任を負うこととされています。このような制度趣旨から、行政書士法人を有限責任制度とすることは困難であると考えます。

【法務省】
（弁護士法人について）
　弁護士法人については，弁護士法上，当該法人の財産をもってその債務を完済できないときは，原則として，同法人の各社員が無限連帯責任を負うものと規定されていま
す。これは，依頼者保護や，弁護士法人における実際の業務実態等に照らして，無限責任を負わせるのがふさわしいと考えられることによるものであって，弁護士法人につき

有限責任制度を認めるか否かについては，上記の趣旨を踏まえた慎重な検討が必要です。
（司法書士法人・土地家屋調査士法人について）
司法書士又は土地家屋調査士（以下「司法書士等」といいます。）の事務所の法人化は，利用者のニーズが複雑化・多様化することに伴い，継続的かつ安定的な質の高い業
務の提供が求められていたため，規制改革推進三か年計画（平成１３年３月３０日閣議決定）における検討事項を踏まえ，国民の利便性の向上を目的として認められたもので
す。

　複数の司法書士等が結集して法人化することにより，①業務の質の向上（分業化，専門化），②安定的提供（担当者の病気等に対応可能），③賠償能力の強化（複数社員の
無限責任）というメリットがあります。

　賠償能力の強化については，司法書士法人又は土地家屋調査士法人は，司法書士等のみが社員となって司法書士等の業務を行う法人であり，その社員の人的信用を基
礎としているため，社員である司法書士等は，司法書士法人又は土地家屋調査士法人の債務について補充的に連帯して無限責任を負うのが相当です。
【厚生労働省】
社会保険労務士法人に係る有限責任制度を導入することについては、社会保険労務士の業務の実態等を踏まえたメリット及びデメリットの把握に努めているところであり、引
き続き、これらの把握に努めます。

【経済産業省】
弁理士の法人制度（特許業務法人制度）においては、平成12年の弁理士法改正時に導入されて以降、法人数は一貫して増加しており（法人数は平成13年の9法人から平成
24年の177法人）、「士業の法人化」は順調に進んでおります。
　特に、平成19年の弁理士法改正において、特定事件について社員を指定した場合には当該指定社員のみが無限連帯責任を負うこととする制度（指定社員制度）が導入され

たことで、社員が自分の認識しない他社員の業務責任まで負わされる可能性を回避することが可能となっており、法人化する際の社員のリスクは軽減されております。
　今後も引き続き、産業界の要望等を踏まえながら検討をしてまいります。
【国土交通省】
（海事代理士）

海事代理士は、海事分野における法令等に係る行政手続きに特化しているというその業務の性質上、法令により資格を与えられた自然人のみがその信用を基礎に事業を行
うこととしております。

（建築士）

建築士法には、建築士事務所が損害賠償責任を負った場合の責任範囲についての規定はありません。法人である建築士事務所が損害賠償責任を負った場合、法人が会社
法の株式会社・有限会社であれば、その範囲内での責任を負うことになります。
また、建築士事務所登録は、個人でも可能であり、建築士関係団体による損害賠償保険制度に必要に応じて加入すること等により適正な業務実施が可能と考えます。

57 2月10日 3月18日 3月31日 法務

借地借家法に
おける正当事
由制度の見直
し

【先の回答に対する再提案の内容】
借地借家法における正当事由制度について、建物の老朽化や耐震性の不足を理由とした建替えの必
要性、区分所有法に定める建替え決議や法定再開発の認定等を正当事由とするよう再検討いただき
たい。
【提案理由】
正当事由制度は賃貸人・賃借人との間の適切な利害調整を図るものであり、慎重に検討する必要が
あると指摘いただいたが、賃貸人の中には、賃借人の明渡しが実現するまでに多くの時間とコストを要
することを憂慮し、建替えを実施する意向があるにもかかわらず、現存する建物の大規模修繕をやむ
なく選択することがある。その場合、建物倒壊やそれに伴う賃借人の人的被害等を避けるため、現存
の建物について多額の大規模修繕費用の支出を余儀なくされ、修繕後の賃料等では投資が回収でき
ないことも少なくない。また、賃貸人の中には、大規模修繕すら断念しているものもおり、この状況が続
くと、老朽化した建物が増加することが懸念される。
また、正当事由の有無を判断するに当たって、個々の具体的事例に即して、適切に考慮されていると
指摘いただいたが、現行法の正当事由の要件は抽象的なものにとどまっており、物理的・社会的に建
替えの必要がある建物についても、正当事由の有無を巡って賃貸人・賃借人間に見解の相違が生じ、
長期の交渉を強いられている。特に、建替決議・法定再開発の認可については、一定の法的手順に基
づき決定された事項であり、正当事由の有無の判断材料として明確化されていないことは、円滑な市
街地更新の推進の妨げとなっている。最終的に裁判での解決を余議なくされることも少なくなく、負担
する時間、金銭等のコストが過大なものとなっている。そこで、建物老朽化、耐震性能不足が正当事由
の判断要素に含まれることを法律等で明らかにすれば、予見性が高まるとともに、賃貸人・賃借人間
の交渉期間や裁判における審理期間の短縮につながることが考えられる。

（一社）日
本経済団
体連合会

法務省

賃貸人が更新可能な借家契約について契約の終了を主張して賃借人
に明渡しを求めるには，賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする
事情のほか，建物の賃貸借に関する従前の経緯，建物の利用状況及
び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は
建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨
の申出をした場合におけるその申出を考慮して，正当の事由があると認
められる場合でなければならないものとされています。

現行制度
下で対応
可能

借地借家法第２６
条，第２８条

現行の借地借家法のもとでも，建物の老朽化や耐震性の不足を理由とした建替えの必要性等
については，正当事由の有無を判断するに当たって個々の具体的事例に即して適切に考慮され
ているものと考えています。
なお，ご提案の趣旨を実現するために，建物の老朽化や耐震性の不足を理由とした建替えの必
要性，区分所有法に定める建替え決議や法定再開発の認可等を正当事由として明示すること又
は正当事由の判断要素として掲げることについては，借地借家法上の正当事由制度が賃貸人と
賃借人との間における適切な利害調整を図るものであることからすると，慎重に検討する必要が
あると考えられます。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

58 2月10日 3月18日 3月31日 法務

発電所等の建
設用地取得に
向けた戸籍謄
本の第三者請
求手続の明確
化

【先の回答に対する再提案の内容】
現在、戸籍謄本の第三者請求は、正当な理由がある場合に認められている。しかし、この「正
当な理由」の要件は、明確化されていない。
そこで、土地収用法第３条各号の事業のためによる請求は「正当な理由がある場合」に該当す
る場合があるので具体的な事例を基に照会があれば積極的に対応する旨、通知等で明確に示す
べきである。また、可能であれば、あわせてその判断基準や照会後の対応プロセスも通知等で
明確に示すべきである。

（一社）日
本経済団
体連合会

法務省

　戸籍法第１０条の２第１項では，戸籍に記載されている本人等以外の
者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をする
ことができるとされています。この場合において、当該請求をする者は、
それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならな
いとされています。

１ 　自己の権利を行使し，又は自己の義務を履行するために戸籍の記
載事項を確認する必要がある場合　権利又は義務の発生原因及び内
容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記
載事項の確認を必要とする理由
２ 　国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合　戸籍謄本
等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を
必要とする理由
３ 　前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理
由がある場合　戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利
用を必要とする事由

現行制度
下で対応
可能

戸籍法第１０条の
２
土地収用法

　御提案に対して当省が回答した内容を事務連絡等の方法で市区町村の戸籍担当部署に周知
する等の措置を検討し，提案に係る事案への適切な対応を確保するよう努めてまいります。


